
 

 

 

 

 

 

決 算常任委員会議事録 

 

 

（令和６年９月４日）



－１０１－ 

決算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和６年９月４日（水） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    森田 忠彦    副委員長   藤井千代美 

        委  員    斧田 秀明           建石 良明 

                西田いく子           村井 浩二 

                䭜本 博之 

        監査委員    中村 直幸    議  長   山田  強 

４ 欠席委員                
 
                        会 計 管 理 者 ５ 説 明 員  町    長  田中 祐二           小路 展裕 
                        兼 会 計 課 長 

        教 育 長  中道 雅夫   地域整備課長  小濱 健一 

        政策総務部長  小角 孝彦   観光産業課長  木下 明紀 

        まちづくり推進部長  鳥取 勝憲   環境農林課長  川久保みのり 

        健康福祉部長  子安 逸二   保険医療課長  堀内 孝茂 
 
                        教育総務課長         教 育 次 長  東條 信也           武部 勝浩 
                        兼学校給食Ｃ所長 

        秘書政策課長  小南 考弘   学務指導担当課長  竹井 輝隆 

        企画担当課長  杉山 裕二   生涯学習課長  松岡 健一 

        総務財政課長  小泉 大吾 

６ 議会事務局  事 務 局 長  正野  正   書    記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第１号 令和５年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について 



－１０２－ 

                                        

午前 ９時３０分 開 会 

○森田委員長 皆さん、おはようございます。 

 決算常任委員会を再開いたしましたところ、皆様方には大変お疲れのところご出席を

いただき、ありがとうございます。 

 本日は全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 よって、これより委員会を再開いたします。 

 直ちに会議に入ります。 

○子安健康福祉部長 おはようございます。 

 昨日の西田委員からのご質問に対するご答弁で１点誤りがありましたので、訂正のほ

うをご報告させていただきます。 

 訂正の内容につきましては、昨日の委員会におきまして、西田委員より、保健センタ

ーの建築年度についてのご質問をいただきました。５６年度建築と答弁をさせていただ

きましたが、改めて確認いたしましたところ、昭和６２年度の建築ということが判明い

たしましたので、改めておわびさせていただきますとともに、訂正のほうをさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○森田委員長 それでは、まちづくり推進部関係についての説明を求めます。 

○鳥取まちづくり推進部長 おはようございます。 

 それでは、私のほうから、まちづくり推進部地域整備課、環境農林課及び観光産業課

所管の決算についてご説明申し上げます。 

 なお、昨日同様、決算書のうち、職員人件費につきましては、各費目に共通すること

から、また不用額につきましては、別途、不用額調書を配布させていただいておること

から、ともに説明のほうは省略させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 まず、歳出からご説明申し上げます。 

 それでは、決算書の５８、５９頁をお願いします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費のうち、地域整備課割当て分として、

公有用地管理事業１５万９千５４７円は、地域整備課所管の道路、河川、公園用地以外

の町有地維持管理に必要な消耗品費及び修繕費並びに原材料費でございます。 

 続きまして、１１０、１１１頁をお願いします。４款衛生費、１項保健衛生費、１目

保健衛生総務費のうち、環境農林課割当て分として、狂犬病予防事業８万３千７９０円
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は、狂犬病の予防注射通知書の郵送料などでございます。 

 なお、令和６年当初の飼い犬登録数は８４３頭でございます。 

 公害対策事業１１９万４千９４０円は、梅川、太井川、飛鳥川の水質分析のための業

務委託料２５万６千５２０円。南河内３市２町１村の公害規制分野における共同処理事

業負担金８９万８千円などでございます。 

 続きまして、１１８、１１９頁をお願いします。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃費、支出済額２億４９３万１千６４４円。 

 １２１、１２０頁をお願いします。 

 ごみ事業１億８千８５６万５千８６２円は、家庭系ごみ、家庭系臨時ごみ並びに事業

系ごみの収集委託料や、犬猫死体焼却委託料などでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金１億１千４７６万２千３６４円は、南河内環境事業組合

への負担金でございます。 

 なお、令和５年のごみ搬入量は、燃焼、燃えるごみで２千３００トン、破砕ごみ、い

わゆる、粗大ごみは６５８トンでございます。 

 クリーンキャンペーン事業１２６万４千４６８円は、キャンペーン当日の収集運搬分

別委託料及び別日における搬出運搬委託料でございます。し尿事業２７２万９千５９円

は、し尿くみ取り臨時くみ取り委託料及び対象世帯２６世帯に対する、し尿整理券利用

補助助成金でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業２０５万１千６６０円は、令和４年度における５

３事業者の事業系ごみシール購入代に対する支援金でございます。 

 ２目循環型社会推進費、支出済額３千２７２万１千２０７円は、循環型社会推進事業

として、瓶・缶収集処理業務及び金属類収集処理業務並びにペットボトルとプラスチッ

ク製容器の包装廃棄物収集業務に対する委託料などでございます。 

 １２２、１２３頁をお願いします。 

 １８節負担金補助及び交付金６４万２千５２０円は、自治会が自主回収されている古

紙等回収に対する３０団体への補助金等でございます。 

 続きまして、５款農林水産業費支出済額５千８００万２千４０２円、１項農業費、１

目農業委員会費、支出済額４１２万５千２４５円。農業委員会運営事業３９７万４千４

５円は、農業委員及び農地利用最適化推進員計１７名分の報酬及び農地パトロールや農

業委員会運営経費並びに大阪府農業会議負担金などでございます。農業者年金事務事業
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１５万１千２００円は、農業委員、農地最適化推進委員１７名並びに事務局分の全国農

業新聞の代金などでございます。２目農業総務費、支出済額３千７０６万４千６０８円。 

 １２４、１２５頁をお願いします。 

 一般農政対策事業４４９万２千６２円は、経営所得安定対策の会計年度任用職員報酬、

農地台帳システムのプログラム保守委託料などのほか、鳥獣による農作物被害防止のた

め、太子町有害鳥獣対策協議会捕獲隊への委託費並びに、駆除鳥獣の処分委託料でござ

います。昨年度の駆除数は、イノシシで４１頭、カラスで３５羽、それと、特定外来生

物のアライグマの捕獲が１５頭でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金１７６万９千８３２円のうち、農作物被害防止資材購入

補助金５２万４千円は、ワイヤーメッシュ及び電気柵など、有害鳥獣の防護のための材

料費１５件分の補助金でございます。 

 新規就農者育成総合対策事業１千５６万７千７２７円は、認定新規就農者７名に対す

る経営開始型の交付金でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業４７４万９千８７０円は、原油価格高騰による肥

料代の値上がり等、経営を圧迫されている農業経営者に対し、農業収入の額に応じて給

付した農業経営者支援金でございます。 

 ３目耕地事業費、支出済額１千７０万９千５４９円は、耕地関連事務事業として、農

道、水路等１０件分の補修に伴う修繕費及び西畑池におけるため池ハザードマップ作成

委託費並びに山田地区における水路改修に伴う設計及び工事請負費などでございます。 

 １２７頁をお願いします。 

 １５節原材料費１４５万８千６０７円は、農道水路等の１３件分の修繕に伴う原材料

費、１８節負担金補助及び交付金２１４万８千２４２円のうち、多面的機能支払交付金

１３０万１千９１２円は、地元団体が実施した農業用水路及び農道などの維持管理活動

に対する交付金でございます。 

 ２項林業費、１目林業振興費、支出済額６１０万３千円。林業振興事業３１万円は、

二上山美化促進協議会などの負担金でございます。万葉の森維持管理委託事業３９６万

７千円は、二上山万葉の森の各種施設の維持管理に要する費用でございます。基金積立

事業事務事業１８２万６千円は、森林環境譲与税基金への積立てでございます。 

 続きまして、６款商工費、支出済額６千６２９万４７円でございます。１項商工費、

１目商工業振興費、支出済額４千２１０万９１７円。 
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 １２９頁をお願いします。 

 商工業振興管理事業１７１万７千３６０円は、富田林商工会太子町支部並びに富田林

商工会本部への助成金などでございます。地域就労支援事業１３万４千４６６円は、職

業能力事業として、河南町と合同で調剤薬局事務講座９回分に要した委託料１１万２千

５００円及び富田林市すばるホールで実施された南河内合同就職面接会やセミナー開催

に伴う雇用促進広域連携協議会負担金でございます。 

 ２目消費生活対策費、支出済額３９万３千円は、消費生活対策事業として、Ｆ.Ｃ.大

阪にご協力いただき、ＳＮＳトラブルについての啓発動画で作成した委託料５万５千円

及び富田林市、河南町及び千早赤阪村と合同で実施している消費者相談事業への負担金

２０万円などでございます。 

 なお、令和５年度の相談件数は全体で６１６件、うち本町住民からの相談は４７件で

ございました。 

 ３目観光推進費、支出済額２千３７９万６千１３０円。観光推進事業１千８３０万８

千２６４円は、妹子トイレの維持管理に要する費用及びマスコットキャラクター、たい

しくんを活用したＰＲ事業委託料及び太子町観光・まちづくり協会への助成金並びに竹

内街道・横大路活性化実行委員会負担金などでございます。 

 １３１頁をお願いします。 

 道の駅運営事業４９４万４千７８８円は、道の駅の運営に要する電気代、修繕費等の

需用費のほか、清掃管理、機械警備などの維持管理に要する費用及び大阪府と共同で実

施した道の駅の現状分析業務に係る委託費で、商圏診断及び類似店舗診断等を実施した

費用などでございます。 

 竹内街道交流館維持管理事業５４万３千７８円は、電気料及び水道料の需用費及び空

調設備の保守委託料でございます。 

 なお、交流館の突発的な空調設備の故障対応のため、商工業振興管理事業より１４万

６千円を流用しております。 

 続きまして、７款土木費、支出済額３億４千８６０万６４４円でございます。１項道

路橋梁費、１目道路橋梁総務費、支出済額８千９４１万８５７円。 

 １３３頁をお願いします。 

 道路橋梁管理事業２３３万７千８６５円は、町道の適正な管理に要した事務経費で、

積算システム利用に伴うプログラム賃借料及び各種道路関係団体への負担金でございま
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す。町道維持管理事業３千２５１万６６５円は、総延長約７６キロメートルの認定町道

及び町が管理すべき開発道路並びに生活に利用されている法定外公共物、いわゆる里道

の適正な管理に応じた維持経費で、道路灯及びトンネル内照明の電気料、道路関係の修

繕１８件に要した費用及び道路敷等の草刈り、植樹帯の維持管理並びに高木剪定などの

委託業務、町道維持工事請負費などでございます。 

 １３５頁をお願いします。 

 アドプト活動事業１１万３千６１円は、認定町道や公園の一部を民間団体によって維

持管理していただくもので、現在活動されている３団体に対するごみ袋等の消耗費、ボ

ランティア保険代及び肥料や花の苗等の費用でございます。 

 町道老朽化対策事業３千５５２万４千５００円は、道路及び橋梁の長寿命化に必要な

費用であり、本町の管理する橋梁のうち、近鉄線をまたぐ跨線橋の２橋の近接目視点検

調査業務及び町道老朽化対策事業として、太子中央線の車道及び西山竜王線の歩道の舗

装の補修修繕を行ったものでございます。並びに町道竹内街道籠谷大橋におけるジョイ

ント部材の交換工事を実施しております。 

 交通安全施設整備事業２１７万７千６７０円は、町道における道路反射鏡や、バリカ

ー及び区画線など交通安全施設の整備並び更新に要した費用で、昨年度は工事請負費と

して、町道籠谷線のセンターラインなど３件、また、原材料費として、カーブミラー１

４枚を購入し、破損や老朽化したものに対し、職員の手によって直接取替えを行ってお

ります。 

 ２項河川費、１目河川等改修事業費、支出済額２千２６６万５千４２０円。河川管理

事業３万５千４６０円は、河川事業に必要な消耗品及び河川関係の団体に対する負担金

などでございます。普通河川維持管理事業７４０万１千５４０円は、本町が管理する普

通河川の管理に要した維持費用で、小規模な修繕及びホタル保護区域である唐川の草刈

り業務並びに普通河川浦ン川改修に伴う測量設計費と、その改修工事に要した費用でご

ざいます。 

 １３７頁をお願いします。 

 土砂災害対策事業２８万７千３５４円は、土石流監視通報システムに伴う電話料及び

雨量計、土石流監視装置の保守点検業務委託料でございます。 

 ３項都市計画費、１目都市計画費、支出済額２千７６９万１千７５１円。都市計画管

理事業３２８万２千２００円は、都市計画審議会開催に伴う委員６名分の報酬及び都市



－１０７－ 

計画関係各協議会の負担金並びに南河内広域行政共同処理事務事業負担金でございます。 

 空家等対策推進事業２９万２千１３０円は、空家等対策協議会の開催に伴う委員６名

分の報酬及び空家管理台帳システムのプログラム保守に要した費用でございます。 

 なお、現在町で把握している空家数は１０６件でございます。 

 １３９頁をお願いします。 

 ２目都市公園費、支出済額７千６４８万７千３３７円。都市公園維持管理事業１千６

７４万９千４１７円は、本町の管理する都市公園１９か所及び住宅開発等に付随する児

童公園９か所、合計２８か所の適正な管理に要した維持経費で、公園照明灯６３基分の

電気料、公園内トイレ及び遊具の修繕費、及び公園の清掃、除草及び高木剪定に要する

費用並びに畑薬師山公園の遊具更新に要した費用などでございます。 

 なお、次の都市公園整備事業については、公民館解体撤去工事に係る費用でございま

すので、詳細については、教育委員会のほうでご説明させていただきます。 

 ３目下水道費、支出済額１億３千５万１千６５７円は、下水道事業会計繰出金事業と

して１億３千５万１千６５７円を下水道事業会計へ繰り出ししております。 

 ４目まちづくり推進費、支出済額２２９万３千６２２円。景観まちづくり推進事業１

６万１千６２２円は、花のあるまちづくりの会による庁舎周辺やポケットパーク等の花

づくり活動に対する費用で、活動に必要な消耗品及び保険料並びに原材料などの費用で

ございます。現在７名の方が在籍し、活動をしていただいております。 

 １４１頁をお願いします。 

 安心安全まちづくり推進事業２１３万２千円は、既存民間建築物耐震診断４件分及び

特定既存耐震不適格建築物耐震診断１件分に対する震災対策推進事業補助金及び木造住

宅除却３件分に対する補助金でございます。 

 なお、公民館解体工事アスベスト除却費の追加に伴い、１１７万５千円を都市公園整

備事業へ流用しております。 

 １４３頁をお願いします。 

 ８款消防費、１項消防費、４目水防費、支出済額１０万３千２００円は、水防事業と

して、ゲリラ豪雨に対する常備水防資材及び水中ポンプなどの備品購入費でございます。 

 少しとびまして、１８２、１８３頁をお願いします。 

 １０款災害復旧費、支出済額９８７万９千３２０円。１項農林水産業施設災害復旧費、

１目農林水産業施設災害復旧費、農林施設災害復旧事業、支出済額４９８万６千３００
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円は、昨年６月の梅雨前線豪雨により被災しました山田地区南今池付近の水路崩壊、葉

室地区水路敷の倒木及び二上山登山道など、農林関係施設の災害復旧事業に伴う修繕費、

測量設計費並びに工事請負費でございます。 

 続きまして、１８４、１８５頁をお願いします。 

 ２項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧

事業、支出済額４８９万３千２０円は、農林施設災害復旧事業と同じく、昨年６月の梅

雨前線豪雨により被災しました町道御陵道線、町道南今池線及び普通河川太井川など公

共土木施設の災害復旧事業に伴う消耗品購入費、修繕費及び測量設計費並びに工事請負

費でございます。 

 以上で歳出についての説明を終わります。 

 引き続き、まちづくり推進部課所管の歳入についてご説明申し上げます。 

 戻りまして、２６、２７頁をお願いします。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、３目衛生使用料、収入済額９千９００円は、

ごみ集積場に設置されている電柱等の占用料でございます。 

 ４目、商工使用料、収入済額１４４円は、道の駅近つ飛鳥の里・太子の施設料として

月１２万円の使用料でございます。 

 ５目土木使用料、収入済額１千万９千１３６円は、１節道路等占用料として、道路敷

等における電柱、電線等の占用料など９９２万３千４４６円。２節都市公園使用料とし

て、公園における電柱等の占用など８万５千６９０円でございます。 

 ２８、２９頁をお願いします。 

 ２項手数料、３目衛生手数料、収入済額１千９４１万３５０円は、１節し尿くみ取り

手数料として、一般し尿くみ取り券２千５５１枚、無臭トイレ用券が２５６枚など、販

売手数料２２９万８千１５０円。２節犬猫死体処理手数料として２０体分の処理手数料

５万円。３節廃棄物処理手数料として、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理手数

料として１千６４８万１千５００円。４節飼い犬登録手数料として９６頭分の犬の登録

手数料及び４３４頭分の狂犬病予防注射済み交付手数料として５２万６千７００円。５

節特定家庭用器機廃棄物収集運搬手数料として、家電４品目、テレビ、冷蔵庫、エアコ

ン、洗濯機、それぞれ合計２０台分の収集運搬手数料５万４千円でございます。 

 ４目土木手数料、収入済額１８万７千４６０円は、道路等の境界明示や屋外広告物手

数料並びに道路幅員証明に対する土木管理手数料及び用途地域証明、宅地造成工事許可
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など、都市計画に関する手数料でございます。 

 ３０、３１頁をお願いします。 

 １５款国庫支出金、１項国庫負担金、３目災害復旧費国庫負担金、収入済額１２１万

３千円は、公共土木施設災害復旧費負担金として、昨年６月に発生した町道御陵道線の

災害復旧に係る国庫負担金でございます。 

 ３３頁をお願いします。 

 ２項国庫補助金、４目農林水産費国庫補助金、収入済額８８万円は、公民館解体工事

に伴い、役場前の土地で実施した地籍測量に伴う境界確定業務等に対する地籍整備推進

調査費補助金でございます。５目土木費国庫補助金１千１１９万円は、橋梁保全工事等

の町道老朽化対策工事に対する道路メンテナンス事業補助金及び民間住宅に対する震災

対策推進事業補助金、並びに木造住宅除却補助金でございます。７目災害復旧費事業費

国庫補助金、収入済額２７３万７千１３０円は、農林水産業施設災害復旧費補助金とし

て、昨年６月に発生した山田地区の南今池水路災害復旧事業に係る国庫補助金でござい

ます。 

 ３６、３７頁をお願いします。 

 １６款府支出金、２項府補助金、３目衛生費府補助金５７５万９千９００円のうち、

環境農林課の所管として１節保健衛生費補助金、公害防止事務補助金１１万８千円。環

境規制関係の事務移譲交付金が９０万４千円、また、２節清掃費補助金として、所有者

不明犬等死体処理に係る交付金及び獣医師登録に関する事務移譲交付金７万９千９００

円となっております。 

 ４目農林水産業費府補助金、収入済額１千８００万６千８７円は、１節農業費補助金

として、農業委員会交付金及び農業委員会費補助金、ため池ハザードマップ作成支援事

業補助金並びに新規就農者育成総合対策事業補助金など１千７８９万５千８７円。２節

林業費補助金として、大阪府自然環境保全条例事務処理等の移譲事務交付金１１万１千

円でございます。 

 ５目商工費府補助金、収入済額２７万１千５００円は、啓発動画作成に対する地方消

費者行政強化交付金及び電気ガスの販売許可等の移譲事務交付金でございます。 

 ６目土木費府補助金、収入済額１８２万１千９００円は、違法屋外広告物交付金、開

発許可及び建築基準法事務交付金並びに移譲事務交付金でございます。 

 ３８、３９頁をお願いします。 
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 ３項府委託金、３目農林水産業費府委託金。収入済額３９７万２千６７０円は、二上

山・万葉の森維持管理運営等の委託金などでございます。 

 ４目商工費府委託金、収入済額２８５万５千６００円は、道の駅近つ飛鳥の里・太子

の管理に係る府委託金でございます。 

 ５目土木費府委託金、収入済額２２万円は、都市計画費委託金として、福祉のまちづ

くり条例委任事務交付金でございます。 

 続きまして、４２、４３頁をお願いします。 

 ２１款諸収入、４項雑入、１目雑入、２節雑入のうち、まちづくり推進部の所管する

ものといたしまして、１番下、資源ごみ売却代として４８３万２千１８５円。 

 次の頁、４５頁をお願いします。 

 一番上から農業者年金業務委託手数料１１万３千８００円。建築物調査報告事務費１

８万５千４００円。地図売却代１万１千７００円。道の駅自動販売機電気代が３２万３

千３２７円。竹内街道交流館自動販売機電気代として３万９千５１９円。和みの広場自

動販売機電気代として１１万６円となってございます。 

 続きまして、下から９段目、子ども活動支援補助金１００万円は、昨年度同様、公益

財団法人ライフスポーツ財団からの補助金で、薬師山公園の公園遊具更新に充当してお

ります。その５段下、漏水減免分（地域整備課）４千１５８円は、磯長台第２公園にお

ける漏水に対する減免分でございます。 

 以上で、まちづくり推進部所管の歳入歳出の説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○森田委員長 ただいま、まちづくり推進部関係の歳入歳出について説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 それでは１２５頁になります。一般農政の中の有害鳥獣駆除事業の関係で、

最近というんですか、どういうふうな有害鳥獣が出ているか、教えていただけたらと思

います。 

○川久保環境農林課長 最近の有害鳥獣の状況ですが、例年どおりなんですが、イノシシ、

アライグマが非常に多く出ております。特にイノシシに関しましては、去年の実績をも

う現時点で上回っているような状況になってございます。 

 以上です。 
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○斧田委員 ありがとうございます。 

 続いて、１２７頁なんですけれども、農林環境譲与税基金積立金の関係なんですけれ

ども、まだこちらのほうについては、始まって年数もたっていない中なんですけれども、

将来的には、こういう基金を積み立てた後、どういうふうな形の事業になっていくとい

うふうなことか分かれば教えてほしいんです。 

○川久保環境農林課長 森林環境譲与税の使い道なんですが、令和４年度に一旦全額使わ

せて、基金に積み立てたものは使わせていただいております。令和５年度、今年度に関

しましても、ちょっと一旦基金のほうに積み立てさせていただく予定となってございま

す。 

 使い道なんですが、使い道としては、森林整備に関する施策、木材利用促進に関する

施策に使うようにということがございますので、なんですが本町のほうには一定人工林

率が一定程度ございますので、森林整備を行っていくのが妥当ではないかというところ

で、大阪府のほうからアドバイスのほうを頂戴しています。 

 以上です。 

○斧田委員 それでは、続きまして、１３１頁、道の駅の関係なんですけれども、説明の

ほうでは、金額的な形で現状分析の関係の説明はあったんですけれども、実際にその現

状分析の結果というんですか。そちらのほうについて教えていただけたらと思います。 

○木下観光産業課長 道の駅の現状分析の結果についてお答えさせていただきます。 

 実施いたしました商圏診断と類似店舗診断についてご報告をさせていただきます。 

 商圏診断では、日常品を求めるターゲットである自動車１０分圏の商圏人口は９千８

４１人で、十分ではないということになっております。自動車３０分の距離に８８万人

の居住人口があり、ポテンシャルは高いと診断されております。また、類似店舗診断で

は、道の駅として１０分商圏に１駅、２０分商圏に４店舗あり、直売所では２０分商圏

に７店舗以上、スーパーでは１０分商圏に３店舗、２０分商圏に１店舗あるとなってお

ります。競合する施設は、道の駅しらとりの郷羽曳野、道の駅かつらぎが想定されると

診断されております。 

 観光型、いわゆる３０分以上の距離で日帰り観光や観光地への立ち寄りとしての道の

駅を目指すことで、商圏ポテンシャル以上の集客を見込めるという分析が出ておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 
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○斧田委員 ありがとうございます。 

 分析の結果というふうなことなんですけれども、現在の道の駅での課題というんです

か、そういうふうなものが分かれば教えていただきたいんです。 

○木下観光産業課長 課題については、現在整理中でございまして、課題が明確になった

際には、議会の皆様にご報告しまして、先の６月議会で補正のご議決を賜りました再整

備検討委員会へ進めたいと考えてございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ぜひともしっかりとやっていただけたらなと思っております。 

 それと、続いて、１３５頁のアドプトの関係なんですけれども、民間で３団体という

ことだったんですけれども、後のほうで出ました花のあるまちづくりとは、また、これ

は別の団体ということなんですかね。 

○小濱地域整備課長 アドプト活動事業につきましては、花のあるまちづくりの団体とは

また別の団体となっております。 

○斧田委員 また後で、どうもありがとうございました。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○建石委員 小さな事業、小さな１３万ちょっとぐらいの事業なんですが、１２９頁で地

域就労支援事業という項目があるんですけれども、この就労相談とか云々で活用委託を

されているんですけれども、これをもうちょっと詳しく説明していただきたいんですけ

れども。 

○木下観光産業課長 地域就労支援事業についてのご質問でございますが、１３万４千４

６６円というところでございますけれども、委託料としまして１１万２千５００円執行

させていただいております。１１万２千５００円の中身でございますけれども、太子町

と河南町共同で地域就労支援事業に係る職業能力開発事業としまして、昨年度令和５年

度でございましたら、調剤薬局の事務講座を９講座開催させていただいておるところで

ございます。河南町と交互にさせていただいておりまして、昨年度は太子町で主催させ

ていただきましたので、今年度は河南町で主催されるという、交互にやっておる事業で

ございます。 

 あと、負担金のほうで雇用促進広域連携協議会負担金ということで２万円執行させて

いただいておりますけれども、これは６市町村共同で実施しております。本日も開催さ

せていただいて、ちょうどすばるホールで、今日今まさに昼からやるところでございま
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すが、南河内合同就職面接会と説明会というのを開催させていただいております。昨年

度は５１名の参加をいただいておるところでございます。それとあと、セミナーのほう

を一度、させていただいておるところでございます。 

 以上です。 

○建石委員 これは今回調剤薬局事務講座ということで、このテーマは変わっていって、

それで年間どのぐらいの開催をされて、この対象者というのは、現職の調剤薬局さんで

はなしに、全然違う方も講座に参加できるんでしょうか。 

○木下観光産業課長 少々お待ちください。 

 参加していただくのは、太子町または河南町に在住の方ということで、地域就労とい

うことで、今後就職に役立てるための講座となってございます。 

 以上です。 

○建石委員 続いて、ちょっと農道関係で聞きたいんですけれども、水路関係は結構、去

年あたりから地域の方々の団体もできて整備されつつあるんですけれども、農道関係に

おいては、今どういう考えを思っておられますか。 

○川久保環境農林課長 農道関係についてなんですが、地元の方のご要望がありましたと

きに、修繕等、あと地元の方に直していただくような形で、材料給付のほうをしている

ような状況になってございます。 

 以上です。 

○建石委員 農道関係、結構やっぱり老朽化しているところも結構あります。恐らくその

材料支給で、この１事業当たり３０万の枠は、そのままでされているんですか。 

○川久保環境農林課長 おっしゃるとおり３０万円の上限を設けております。 

 以上です。 

○建石委員 できたら、この３０万円の枠をもうちょっと余裕を持たせていただいて、継

ぎはぎではなしに、もうちょっと予算組みをして、来年以降、予算組みしていただいて、

やっぱり完全なものにしょっちゅう継ぎはぎみたいな形を取らないで、きっちりと農道

整備をしていただくことを要望しておきます。 

○鳥取まちづくり推進部長 ただいまの建石委員のご意見に対しまして、何年か前に昔は

確かに原材料費だけでございました。使う方が特定される農家の方で、特定されるとい

う意味で、自分らの道は自分らで直してねという考えで、材料給付だけという考えでご

ざいました。ただ、数年前でございますが、やはりなかなかそれも高齢化とかで、農家
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の方は自分でできなくなってきたという、プラスやっぱり農道とはいえ、やっぱり一般

の方が散策で歩いたりもするということで、一定やはり町が主体となって、保守修繕を

せないかん時期に来ているんではないかということで、一定修繕費という形で予算の枠

取りをした経緯もございます。 

 今後もそういった形で、町がやるべきところは町がやるということで進めていきたい

と考えております。 

○村井委員 ちょっと今の質問の関連してということで、私も建石委員のおっしゃるとお

り、材料支給でところどころ部分、傷んだところのことを補修する補修するということ

で、長年やってきた結果、農道が統一感のない凸凹凸凹と、確かにコンクリート、ここ

の部分直さはったんやなと。また、こっちでは穴ぼこがあったのをまた埋めたんやなと

かいうのが分かるような痕跡で、農道は今でも現に活用、利用されているかと思うんで

すけれども。 

 やっぱり補助、昨今のやっぱり原材料高、労務単価のところのことも上がっています

し、やっぱり１件３０万、もしくは総額のところを増額していって、農道のほうの整備

を進めていただくというようなところ、もちろん地域の皆さんのご協力、ご理解を得な

がらということなんでしょうけれども、ただ地元の農地でも、これから営農していこう

という意欲のある地域と、そうでもない、もう山に返りつつある地域と、そのめり張り

もしっかり付けていただいたほうが、何とか今この農家さんの農業を続けていこうとい

う前向きに考えていただいている間に、そういうエリアについては、やっぱり優先的に

という表現がええのか分かりませんけれども。 

 そういうふうに進めていただくことによって、優良な農地が確保できる、もしくは、

私は地元でも水の来ないところ、畑の横まで軽トラの行けないところ、草刈りの手間の

かからない田んぼについては、では、小作でちょっと借りて、それなら、米を作ってあ

げようか、野菜を作ってやろうかというのが、もう常識、農家さんの間では常識になっ

ておるんです。 

 だから、やっぱり田んぼの横まで車も入っていかれんようなところを誰が作んねんい

うようなところやと思うので、その辺のところもちょっと検討していただける余地があ

るのか、また前向きに検討していただけるのか、その辺聞きたいんですけれども。 

○鳥取まちづくり推進部長 今、村井委員のご意見はごもっともやと思いますが、反面た

だ、確かに営農されているところを中心に、優先に補修なりを進めていくという考えも



－１１５－ 

ございます。ただ反対に、それをすると、これから草刈りはちゃんと営農できるような

というところに新しい新規就農者の方に来ていただくためにも、やはり荒れているとこ

ろでもやっぱり放っておくのはちょっといかがなもん、ちょっと危険性もこれからどん

どん全く人が入らないようなことになってしまいますので、その辺は見極めながら、ち

ょっと進めていきたいなというふうに考えております。 

○村井委員 これは今新規就農というおっしゃいましたが、よその自治体では普通の常識

のように、太子町では、そこの考えがあまり希薄なんでしょうけれども、まず優先は専

業農家さん。専業農家さんがいっぱい、そういうやつをちょい優先しようというのは、

そのときに兼業農家さんがいてはるようなところ。その次に新規就農さん。これからま

ず専業農家さんでしっかり主たる農業として生計を立てられている世帯に関しては、や

っぱりしっかり守っていかなあかん。その次はやっぱり兼業農家さん、そのめり張り、

優先順位があってええと思うので、また、その辺のところも検討していただきますよう

にお願いしておきます。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 では、決算書の１１１頁のところの水質調査のところなんですけれども、今

先ほど河川で水質調査とおっしゃったんですけれども、検査はどういうふうな検査の項

目というんですかね。内容とかを教えていただければ。 

○川久保環境農林課長 水質検査についてのご質問なんですが、年に４回やってございま

して、４か所、太井川橋、菅ケ谷橋、板屋橋、松本橋の４か所の水のほうを採取させて

いただいて、分析項目が決まっておりますので、その項目が基準どおりかどうかという

ところを委託して調査していただいている状況です。 

○村井委員 昨今、環境省、また、そういうところでも、国のところでも新たに緊急的に

調査実施されている、いわゆる有機フッ素化合物、これは全国の上水道のところでも大

阪府水道企業団でも実施されているかと思うんですけれども、そういうところの項目に

ついては、調査は含まれているんでしょうか、含まれていないんでしょうか。 

○川久保環境農林課長 おっしゃっているフッ素化合物、今問題になっている部分につい

ては、現時点ではやってはいません。今現在、公共用水域及び地下水の水質測定計画と

いう大阪府が策定している計画に基づいての検査となっております。 

 以上です。 

○村井委員 これからやっぱりその下流に通称井戸と言われるような浄水施設が、取水施
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設が、そういう有機フッ素化合物も含めた、そういうところの調査を実施していこうと

いうお考えはございますでしょうか。 

○川久保環境農林課長 今その問題になっているというところのほうは認識しておるんで

すが、大阪府とか、あと近隣のほうとの情報とかを共有させていただいて、今後検討し

ていくことになるかと思います。 

 以上です。 

○村井委員 太子町においても、その原因となるようなところがあるのかないのか、よく

分からない。何が原因になっているのか、ちょっと私もよく分からないですけれども、

やっぱりしっかりと調査していただいて。太子町の上水道また住民さん、利用者さんに

やっぱり安全安心ですよということを、いち早くでも確実に発表、いずれかのタイミン

グで、データとかそういうのは示していただいて、安全安心なお水ですよということは、

できるだけ調査した上で言ってもらえるようなことを願っていますので、実施してもら

いますようお願いしておきます。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本委員 おはようございます。１３９頁、都市公園維持管理事業のところで、２８か

所の公園の維持、本当にありがとうございます。子どもたちが大変楽しく遊んでいる姿

をよく見ています。その中で、トイレ設置が、もう一回確認なんですが、何か所あった

んでしょうか。 

○小濱地域整備課長 現在４か所の公園にトイレがございます。和みの広場、聖和台第３

公園、畑薬師山公園、葉室公園でございます。 

 以上でございます。 

○嚨本委員 ありがとうございます。 

 その中で、やはりトイレも当然されますし、汚くて駄目だったらあれなんですけれど

も、固形の石けんとか、また、トイレットペーパーが完備されていると思うんですけれ

ども、多々そういう、ここはないよという部分がよく聞くんですけれども、現状今どう

でしょうか。わかっていただいていますでしょうか。 

○小濱地域整備課長 おっしゃるとおり、石けん等、消耗品等がなくなる場合がございま

す。その際に住民の皆様からの通報等により、随時、即座に対応させてはいただいてお

ります。 

 以上でございます。 
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○嚨本委員 ありがとうございます。 

 それと、公園がやはり雑草が生えていたら、やっぱり大変遊びづらいというのもある

んですが、この頻度、２８か所を年何回ぐらい雑草をカットしていただいているんでし

ょうか。 

○小濱地域整備課長 都市公園等２８か所ございます。委託につきましては、合計２２か

所について委託を出しておりまして、草刈り、除草等を年４回程度行っております。そ

のほかの公園につきましては、町職員による直営で作業を行っております。 

 以上でございます。 

○嚨本委員 ありがとうございます。 

 また、本当に今回は夏も大変暑かったので、やっていただいた方にも大変本当に感謝

申し上げます。ありがとうございました。 

 それと、１３５頁、交通安全施設整備事業に関してなんですが、今回自分も、６月議

会かもわかりませんが、一般質問で、ＪＡ大阪南太井川から叡福寺交差点までの道路標

示の塗り直しということを要望させていただいていますが、現状の今の進捗状況はどん

な状況でしょうか。 

○小濱地域整備課長 先ほど䭜本委員のおっしゃった一般質問の叡福寺前の道路につきま

して、今現状令和６年度の予算上、交通安全事業で使える予算を加味しながら、少しず

つ計画的に、来年度以降になるかもしれないんですけれども、計画的に作業を行ってい

こうと考えております。 

 以上でございます。 

○嚨本委員 ありがとうございます。今、新たに近鉄バスが時間で入ってきていただいて

います。本当にそこら辺のところでの子どもたちの交通安全のことも考えながら、でき

る限り、また早く行けるものでしたらよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 改めてもう一度、１３１頁の道の駅をお尋ねします。 

 これは府に委託しているではないですか。だから、太子町として問題意識を持ったか

ら委託をしたんですよね。もう今どんなことがあるんですかというのを調査中ですと言

うけれども、府がやってあげましょうというんですから、何もこっちがお金を出す必要

ないし、こっちが道の駅問題があると思って、これを上げたんやったら、それをついた
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んかなと思うので、何で道の駅をやらなあかんと思ったのか、その当初の考えを教えて

いただけますか。 

○木下観光産業課長 道の駅の現状分析業務委託についてのご質問かと思いますが、これ

につきましては、大阪府に委託したのではございませんでして、大阪府が委託している

ところに、我々も同じように委託したという形になりますので、太子町からの直接発注

となってございます。 

 ご承知のとおり道の駅に関しましては、大阪府が管理する道路休憩施設、いわゆるト

イレであるとか、駐車場と、町が所管しております地域振興施設、要は物販している施

設でございますので、両方併せて道の駅でございますので、一緒に検討する必要がある

ので、同じところに委託したという流れでございます。 

 そもそも委員おっしゃられるように、こういった分析をする経緯でございますが、道

の駅につきましては、開設から大分年数がたちまして、施設の老朽化もございます。あ

と周りの環境というんですか、南阪奈道路が通りまして環境も変わった。道の駅自身も

当初は休憩施設としての役割が、今は目的、そこの道の駅へ行こうという目的に変わっ

てきているところもございますので、そういった社会情勢の変化に伴いまして、一度現

状分析をかけようということで進めておるところでございます。 

 以上です。 

○西田委員 そういう問題意識を太子町が持って、たまたまちょうど大阪府もやっている

から一緒にしましょうと思ったんか、大阪府は大阪府独自で道の駅に全部網をかけて、

どうなんやというのを、大阪府の持ち分をやっているところに、ちょうど太子町も考え

ようと思ったら、入札も何もかけてないのかな、大阪府がやっているのをやったほうが、

トータルでいいかなと思ってやったんか、その何やろう、どうしてここに委託したんか

なと思うし、道の駅をどう思っていたから、こういう動きになったのかというのを、も

う少し詳しく言っていただけますか。 

○木下観光産業課長 事の発端は、大阪府に対する府政要望というのを毎年させていただ

いておるんですけれども、施設が老朽化しているというところで要望を上げておったと

ころで、それに対しまして、大阪府も一度要望に対して勉強会なり進めていきましょう

というところが発端でございます。 

 その中で、先ほど申しましたとおり、今の道の駅が今の社会情勢に合っているのかど

うかというところを、一度分析ということで進めさせていただいておるところでござい
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ます。 

 以上です。 

○西田委員 老朽化というと建物とかを直すのか、道路が、道の駅の駐車場が悪いから直

すのか。一番言われているのはトイレですよね。冬あんな寒いところでトイレできへん

わというようなところもあるので、それは分かるんですけれども、道の駅をもっと商業

施設的にも扱いたいのかな。商圏を調べたりとかしているから、もっと発展させようと

思ったら、あの広さやったらあかんというのか、でもやっている方たち、今年で法人取

りはったんやったのか、何やったか、そういう方たちが、いやもっと手広くやりたいか

らという声を上げているのか、広げたらいいわ、広げただけで何もなかったら意味がな

いと思うんですけれども、こっちからしようよというところに意味があるんか、下から

の突き上げで、いやもっとやりたいねんと、商業を発展させたいねんと、そういうとこ

ろから始まっているのかでは、この先の成否が変わってくると思うんですけれども、そ

ういう意味で、今道の駅で一生懸命やってはる方が、もっと力入れてくれという声が上

がっている中で考えようと思ったのか、ただただ古うなってきたから、何とかしてもら

おうと思って考えたのか、そこの何か、目的のところをもう少しはっきりしてもらわん

とと思うので、お願いします。 

○木下観光産業課長 先ほど老朽化ということで、一言に申し上げましたけれども、空調

設備の故障が度々発生しているであるとか、トイレの近代化というんですか、床が乾式

化であるとか、洋式便所というところも踏まえて、老朽化しているというところでござ

います。 

 もちろん施設に手を加えていただくに当たって、ただ単に直すだけがいいのか、それ

とも先ほど委員がおっしゃられたように、もっと物販をもっと発展的にやっていくのが

いいのかというところを併せてやっていくほうがいいんではなかろうかというところで、

検討しておるところでございます。 

 今後、今道の駅を運営しております観光協会が、もっと広げたいと思っておるのか、

いや今のままでいいよとおっしゃられるのかというのは、課題を整理した後で、再整備

検討委員会を開催させていただいて、そこの委員にも入っていただこうと考えておりま

すので、その中で意見を集約して、今後の方向性を定めていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○西田委員 だから、これからは考えていくという中でいろいろ今言ってくださって、こ
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のままでトイレや空調をちゃんとしたらいいんかとか、もっと物販頑張っていきたいと

いうのか、その物販頑張るのに、もっと広げたいという思いがあった場合には、広げた

いの中には、今の場所にはこだわらないというのも含まれるんですか。 

○木下観光産業課長 そこまでちょっと具体的にはないんですけれども、再整備検討委員

会の中で、例えば規模をこれぐらいの規模にしたいといったときに、今の現状の施設の

中でそれが可能なのかどうなのかというのは検討した上で、もっと広げ、今の現状施設

では難しいとなれば、ほかの地域も、検討の余地に入れる必要はあるかと考えておりま

す。 

 以上です。 

○西田委員 老朽化するほど、ちょっとあったのか、これもちょっと覚えていないんです

が、古くなったのであればお金借りたりはしていないのかな。だからどこに移ってもい

いという選択肢はあるということですね。 

○木下観光産業課長 ほかに移るということでございますか。移転するということで。 

 基本的には道の駅を移転というのは非常に難しいと考えてございますので、移転とな

ると一度あそこを廃止しないといけませんので、町で２つ持つということも難しいと考

えておりますので、拡張となるのかなと考えてございます。 

 以上です。 

○村井委員 ちょっとその道の駅に関連してなんですけれども、今いろいろお聞きしてい

る中で、まず、この道の駅を改修する。もしくは、ちょっと今のご答弁で大規模にもし

くは移転するというようなところで、これは我が太子町と大阪府だけでその計画を立て

て実施できるのかを、教えていただけませんか。 

○木下観光産業課長 町のほうは物販地域振興施設でございまして、府のほうが道路休憩

施設ということで、国土交通省とかも関わってくるように思われます。 

 以上です。 

○村井委員 今ご答弁いただいたように、そもそも私の中では、国土交通省近畿地方整備

局所管の施設であって、大阪府、太子町だけでこれはできるような話ではないと思いま

すし、今この調査のところでも、やっぱり今言いました近畿地方整備局担当部局にまず、

事前の相談が行っているのか。何もないまま進めていて、いやそれはちょっと無理でっ

せということにならんように、やっぱりその事前の相談があってもええと思いますし、

その委員さんの中に、参考にアドバイザーとして入ってもらってもいいでしょうし、今
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現状として、国の機関にはそういうご相談は行かれているのか、教えていただけません

か。 

○鳥取まちづくり推進部長 村井委員のおっしゃるのもよく分かります。確かに国土交通

省所管とかになってきますので、いずれ確かに形は進んで、話が進んでくれば、当然事

前協議もいけるんでしょうし、今は全く何もない状態ですので、どうしましょうと今の

状態で国土交通省近畿整備局に行くわけにいきません。ですので、今取りあえず下調整

を大阪府と私らで進めさせて、来るときが来れば当然お話に上がるような段取りにはな

っておると思いますので、そういう考えでございます。 

○村井委員 大阪府下でも町村で道の駅を２件持ってはる自治体、団体があるんです。や

っぱり事前から国との調整というのをすごいやったと、各自治体に道の駅というのは１

つずつあるわけでもないので、その中で２件をそこでやると言ったときには、すごい事

前相談から密に取って、大阪府のご協力を得ながらやって、２件目を造ったというふう

なところのことが、実際に手段としてあるというのが、やっぱりそれぐらいは事前にお

声かけさせて、今からちょっと調査に入る、地元からそういうお声があって、ご要望が

ございまして、やっぱり調査した上でやるかやらへんか分からないですけれども、とい

うようなことは今の時点時点でやっぱり言うとくのが当たり前で、いきなり大阪府の太

子町で、いややるの決まりましてん、ドンみたいなことではなくて、やっぱり事前のお

声がけというのは、あってもええんかなと思います。 

 その辺のところもしっかりと連携取ってもらって進めていきたいと、これはもうこれ

で私はそれでいいですよ。 

 続いてちょっとよう似たところで、もう一つ、道の駅の周辺の、ごめんなさい、もう

一回、さっきの続きでもう一件、今ご答弁の中で、どうしてもこの拡張もしくは移転も

しくは、もうちょっと充実させていくというところで、どうしてもその部署を超えた連

携というのがすごく重要になってくるかと思うんです。 

 例えば、何ぼ施設を良くしたとしても、物販、物を誰が作ってんねんと。誰が作った

のをそこで売ろうとしているのか。太子町外のを仕入れてきて、そこで売ったらええの

か、いや、太子町の特産品もしくは商品、製品をそこで売るのか。やっぱりそうなって

きたら、ほかの部署との連携、もしくは今進められています歴史資料館の駐車場として

の活用も１つあるかもわからないです。 

 あそこにお車を止めてもらって歴史資料館まで行く、また戻ってきたときに太子町の
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お土産ですよ、何かそういう休憩して帰ってくださいよ。安全に気をつけて帰ってくだ

さいよというような施設になる立地条件的に、やっぱりそういうところもあるので、ち

ょっとほかの部署との連携というのは、この道の駅に関してはこれから、もっと密にし

ていかなあかんのではないかなと思うんですけれども、その辺のちょっとお考えがあれ

ば教えていただけませんか。 

○木下観光産業課長 委員おっしゃられるように、道の駅に関しましては、もう太子町の

一番と言っていいほどの大きな観光施設でございますので、そういった広域的な視点に

立って調整していくのは必要と考えてございます。 

 以上です。 

○村井委員 今シーズンもやっぱりブドウのシーズンになってきたら、私も拝見しました

けれども、利用者さんがブドウを我先にということで、レジに何人ぐらい並んでいるね

んというぐらいすごい反響でご購入いただいて、また、その太子自慢と言っていいほど

のやっぱり大きなシャインマスカットが、もう取り合い状況のように、みんな購入され

ている。やっぱりそれは太子町のＰＲであって、地域振興のもう一番原点やと思います

し、そういう友好的な施設運営というのは、これからも突き詰めていくというか、もっ

とどうしたら工夫していったらええかとなるかを、努めてもらえますようお願いしてお

きます。 

 それと併せて、もう一件、道の駅の周辺のところ特に立派な橋の下の河川、河川内の

ちょっと周辺整備はどないかならんかというようなお声をよう聞くんですけれども、そ

の辺のところは、今現状どういうふうなところでお考えなのか、教えていただけません

か。 

○小濱地域整備課長 道の駅周辺の河川につきましては、大阪府の所管になっております。

現状私らが見ても、かなり生い茂っているような状況ではございますので、随時要望し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○村井委員 これも道の駅のところの現状分析の調査のところのことだけではなくて、片

やそっちは、今も出てきました、大阪府というところのこともありますし、何ぼ建物が

きれいになろうが、立派なものになろうが、また周辺がやっぱそういう景観のところも

ありますし、日本遺産、あそこも立派な日本遺産に指定されている竹内街道沿いでござ

いますし、やっぱりあって当たり前、そういう良好な景観を保っているのは普通の状況
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やと思う、あって当たり前の状況やと思いますし、その辺のところもまた、地元の方々、

また利用者さん、道の駅を運営されている団体の皆さん、また関係団体の皆さんとちょ

っといかにやっていったらええかというのを工夫していただいて、皆さんで、協議して

いただけたらええかと思いますので、その辺のところも力を入れてもらえますようお願

いしておきます。 

○藤井副委員長 道の駅を一番よく、私、活用させてもらっているのではないかと思うん

です。すぐそばに住んでいるので。今とにかく川の下がものすごく茂って、竹やぶがも

のすごく伸びてきて、前はあそこはアジサイがたくさん植えていて、その時期が来たら

きれいに見えていたのが、今は全く見えない状態で、川ものぞき込んだら、底のほうに

川がちょっと流れているという感じで、いつも見ているんですけれども、ひどい状態で、

いつになったら切ってくれるんかなというのをすごく感じているんです。 

 それと、時期によるんですけれども、平日はそんなに人たくさん来ているとは思って

いないんですけれども、この前もブドウのちょうどイベントをやったときに、私もちょ

っと朝早く行こうと思って９時前に行ったんですけれども、レジがものすごく並んでい

て、もう３０分以上待たされたんですが、あのときはやっぱりそういうのを予測して、

やっぱりレジをする人を、する場所をもう一か所増やしたらよかったのと違うかな。前

は外でももう一か所やっていたような感じあったんですけれども、あのときにみんなが

あまりにも並んでいたので、買い物していた人もちょっといらいらしていたんではない

かなと、私もちょっといらいらしたんだけれども、そういうのをもう少しやっぱり予測

して、考えるべきではないかなというのはすごく感じています。 

 それともう一つは、今自転車、太子町はすごくやって、道路に何か矢印を描いていろ

いろやっているんですけれども、自転車の人がすごく多くて、中に自転車が置けるよう

に、何か鉄棒みたいなものがあるんですわ。あそこへ自転車を置いてはるし、それとバ

イクの人たちも来るので、土日になるとあの周辺がすごく、ちょっと危険だなというそ

う感じがするんです。私もそのそばで住んでいるので、家の前に、やっぱり通るなとは

言われないんですけれども、バイクがバーッと通ったり、自転車が勢いよく通ったりと

いうのを感じるので、ちょっとそういうところも何かいい方法はないかなというのを、

すごくそばに住んでいる住民としてすごく感じています。感じているので、そういうと

ころももっと考えて取り組んでもらいたい。さっきもいろいろ言うたんですけれども、

お願いしたいなと思います。 
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○鳥取まちづくり推進部長 何点かございますが、まず道の駅の裏の竹やぶに関しまして

は、２年前ですか、一度伐採を大阪府にしていただいております。そのときに高木剪定

もしていただいておりますので、引き続き、うちとしても要望していきたいと思います。 

 先ほど村井委員の話からもありましたように、ちょうど道の駅の裏の大きな砂防堰堤、

ダムみたいなコンクリートのごっつい構造物、あそこから農協の裏に関しましては、い

わゆる砂防流路工ということで、河川としては太子町の管理河川なんですけれども、砂

防施設という形で、あそこから農協の裏から道の駅の裏までは大阪府の管理となってご

ざいます。 

 ですので、先ほど村井委員がおっしゃったように、道の駅とは関連といえば関連なん

ですけれども、道の駅は観光産業課のほうで、今、進めておりますし、当然河川の中の

倒木伐採の依頼については、地域整備課のほうで鋭意進めておりますので、ご理解して

いただきたいと思います。 

 それとあと、道の駅にブドウが並ぶという話ですが、それはもう道の駅の運営のほう

には、事務局のほうからも話を申し上げておきます。 

 それと先ほども意見がありました自転車の誘導に関しましては、現在ちょうど国道１

６６から美原第１、ちょうど粟ケ池のとこら辺までずっと自転車の誘導という形で青い

ラインが入っております。あれに関しましては、近年、いわゆる昔は自転車の歩道とい

う考えでございました。２メートルぐらい、２メートル５０センチメートルあれば、自

転車、歩行者ということでそこはしておったんですけれども、やはり近年やはり歩行者

と自転車の事故というのが非常に多うございますので、何年か前に道路交通法の改正で

自転車は車道という形になったかと思います。 

 そういう形で自転車を歩道から車道に誘導という意味で、あそこにああいう青いライ

ンを全国的に引いていっている次第でございます。大阪府の担当者とお話しさせていた

だくと、あれによってかなり、自転車の事故は減ったというふうには聞いておりますの

で、あのラインにつきまして、太子町としては、要は石川サイクルライン、石川の河川

敷をずっと走っている自転車ロードがあるんですけれども、そこから道の駅までの集客

をということであのラインを引いていただいたという次第でございますので、ご理解の

ほうをよろしくお願いいたします。 

○森田委員長 ほかにどなたか。 

○村井委員 じゃあ順番なんですけれども、この１２１頁のところのちょっとごみ収集に
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関してなんですけれども、私は何年か前にごみ収集のペットボトル回収を夏期のところ

月２回というようなところのことでお話しさせていただいて、２回していただいたとい

うところが、あれ何年前かな、もうかなり前になるかと思うんです。ちょっと、これ昨

今のペットボトル商品化といったところですね。 

 私たち、昔、昔と言ったら、私たち、小さい頃の記憶では、やっぱり調味料関係とか

瓶に入っていた調味料とかがあったでしょうし、例えば今やったらそうめんの麵つゆと

かやったら、そういうなんで、ペットボトルに入って売られている、夏の風物詩として

は、そういうのがあったり。 

 それとやっぱり熱中症予防というところで、水分補給のペットボトル飲料を使われて

いると言ったところで、お茶、スポーツドリンク、お水といったところで、ペットボト

ルという、私らの日常生活でペットボトルを利用する機会というのは、この何年かです

ごく増えておるんです。そうしたときに、ペットボトルのごみが、ご家庭の中ですごく

出るというお声がありまして、それがペットボトルが安易に小さく畳めて保管できるん

やったらいいんやけれども、そう安易に縮めることも、紙パックみたいにできひんし、

ごみパックは、なんか軽いねんけれども、かさばるんやいうような声が多数来ていまし

てね。 

 もうちょっと今７月、８月、９月は月２回にしていただいているのをちょっとそうい

う期間延長とかそういうふうなところの検討をしていただく余地があるのかないのか、

お伺いできませんか。 

○川久保環境農林課長 ペットボトル回収を増やすかどうかというところのご意見だと思

うんですけれども、おっしゃっているとおり、以前、委員のほうからもご要望のほうを、

あとまた他の委員の方からもいただいている経緯のほうは認識してございます。今のと

ころ収集の費用なんですけれども、もし例えば今１回ずつ収集しております５月、６月、

１０月をもう一回増やすとかとなってきましたら、今よりも当然のことながら収集の費

用のほうが上がってくるというところもございます。また、実際のところ、現時点で住

民さんのほうで窓口でそういった要望というのは、現時点のところではございませんが、

今後また、そういったおっしゃっているみたいに、ペットボトルの利用の機会が増えて

いるというところで、消費が増えているというところで、今後要望がありましたら、そ

ういったところの検討のほうも必要になってくるかなというふうに考えてございます。 

 ちょっとこれは付け加えにはなるんですけれども、今年度の４月からペットボトル収
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集に関しましては、水平リサイクルというのが始まっておりまして、前年度に比較しま

すと資源ごみとして町のほうに入ってくるん、何ていうんでしょう、落札価格みたいな

のが恐らく昨年よりは水平リサイクルの業者のほうが上がってくるのではないかという

ふうに考えてございますので、そういった町の収入の面から見ても、ペットボトルの収

集に関しては引き続きといいますか今後も、そういった感じで考えていきたいと思って

います。 

 以上です。 

○村井委員 そういうリサイクルというところのことも、どんどん進めていただくという

のも住民さんと一緒にもちろんご理解いただいた上で、協働という形で進めていかなあ

かんと思います。ただやっぱりペットボトルは、先ほども言いましたように、すごくか

さばるんですよね。家の保管場所と言っても、結構目につきますし、重量自体はそんな

にないと思うんです。ただ容積で言ったらすごく出る。特に子育て世代の方、スポーツ

されているお子さんをお持ちの方で、やっぱりスポーツクラブの習い事に行くときにや

っぱりスポーツドリンクや何やいうてやっていたら、もうすごいシーズンになったら出

てくんねんというふうなことのお声もありますし、これまた１つちょっと住民さんに皆

さん窓口へ行ってちょっと言ってくださいとは、私らはそうは言いませんので、やっぱ

りその議会の議会人としてのことで意見を言わせてもらっていますので、その辺は重き

に思ってやっぱりちょっとできるところ、前後ろの６月１０月もまだ暑い日もあります

し、その辺のところから順次進めていただけるように努力してもらえるようにお願いし

ておきます。 

○森田委員長 ほかに。 

○西田委員 では、ごみのところで、トン数か何か言うたのは、ごみは今増えてきている

のか、減ってきているのか、コロナがあってそのときはごみが増えましたという、ちょ

っとイレギュラーな年はあるかと思うんですけれども、人口が減ってきている中で、ご

みの状況は今どうなっているんですか。 

○川久保環境農林課長 現時点のごみの状況なんですが、燃えるごみ、粗大ごみといった

家庭系のごみは、やっぱり人口減少の影響かと思われますが、減少しているような状況

です。ただおっしゃっているように、ペットボトルは増えてございます。事業系ごみも

あと商業施設が増えた関係だと思うんですけれども、若干増えているような状況です。 

 以上です。 
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○西田委員 ペットボトルとかはどんだけ回収してもらう費用もかかるからというのもあ

りますが、それなりに、去年かぐらいはすごくお金がたくさん戻って、入りとして入っ

てきたとかね。金属やアルミなども、ただただ収集運搬にお金がかかるだけではなくて、

それなりにちょっとでも収入はあるということなんですけれども、引き続きリサイクル

は力を入れていただきたいと思います。 

 社会情勢の変化の中で、人口が減ったからごみが減るというのもあるし、プラスチッ

ク製品が増えたからプラスチックごみが増えるというのもあるし、中で高齢化が進む中

で金属ごみは、そうそう出るもんではないんですけれども、重たいではないですか。そ

れを大体、どちらかといえば女性の方が最後に残って、お家のことをやっていて、まだ

夫がいてたら、金属は夫に持っていってねと言っていたのが、なかなか自分で持ってい

けなくなったときに、収集場所がどっと減るではないですか。金属、普通の生ごみとか

に比べて、そういうときに今の状況やったら、空家とかもやっているんでしょう。だか

ら、ごみ屋敷は嫌やなとか思っていたら、持って行きたくても遠くて持っていけない人

たちのためにも、金属ごみが今何やろう、月１か、２週間に１回か、それは月１回にす

るけれども、収集場所を増やすとか、何かちょっと方法を考えて、バスのバス停が２０

０メートル圏内でなくても、今１００メートル圏内にバス停がなかったら、高齢者には

しんどいよと言われているみたいに、金属ごみも距離をもう少し短くするとか、そうい

ったことで、高齢者がごみ出ししやすいようにするような方向に考えることはできるん

ですか。 

○川久保環境農林課長 金属ごみの集積場所なんですが、ごみステーション設置要綱で、

大体各町会・自治会に１か所程度ということで規定しておりまして、現時点で担当課で

把握しているのは５９か所、町会数は４８あるんですが、５９か所設置しています。 

 金属ごみの収集業者さんは、ほかのごみの収集業者さんと異なりますので、収集車が

入っていけるかどうかとか、あと収集業者の体制、１日何回回れるのかとか、そういっ

たところは、ちょっと意見としてとか業者さんから聞き取っていって、そういう月１回

に変更する代わりに、何か所まで増やせるのかとか、あと、そこの体制の部分に限界が

あるかどうかというところは、これから調整してご意見として参考にさせていただきた

いと思います。 

 以上です。 

○西田委員 ぜひよろしくお願いします。磯長台も昔は太子中央線が通っていなかったか
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ら、中央線でちょっと分かれてるねん磯長台、そんな気になさらなかったし、その頃は

年齢も若かったから、何を気になさらなかったと思うんですけれども、道を渡るのが、

また大体危ないではないですか。そういうところがあって、磯長台の住民さん、困って

いる方がいらっしゃるので、本当に調査研究していただけたらと思いますので、よろし

くお願いします。 

 それと、ごみでいけば、この年度でしたか、生ごみ処理のレンタルか何かしたのは、

これは何か結果が出てよかったなとか、これを普及していこうと思っているのか、これ

は何やろう、ごみを減らそうと思ってこんなことをしたのか、結果どうなったのか、教

えていただけますか。 

○川久保環境農林課長 生ごみ処理機の貸与の件だと思います。こちらのほうは脱炭素ロ

ードマップの重点取組の中の１つとして、事業のほうをさせていただきました。昨年度

なんですけれども、生ごみ処理機１８台分、３か月を１期として２期分３６件の方に無

料で貸付けのほうを行っております。利用していただいた方にアンケートのほうを取ら

せていただいているんですけれども、概ね好評です。これから事業として継続していく

かというところなんですけれども、いろんな継続の仕方というのがあるかなと思いまし

て、あと生ごみ処理機そのものを今までのように貸す方法もあれば、それを買われると

きの購入代金の補助とか、そういったいろんな施策に考えられるかと思いますので、ち

ょっと今後、このアンケートの結果のほうを参考にしながら進めてまいりたいと考えて

います。 

 以上です。 

○西田委員 今度は、これをレンタルで貸し続けるか、補助するか、やめるというのはな

くて、この２つで、この先検討していくということですか。 

○川久保環境農林課長 担当課としては、脱炭素のところの観点からも、何か施策として

継続のほうをしていけたらというふうに考えていますが、そこは財政担当とか様々な状

況と調整した上でのことになろうかと思います。 

 以上です。 

○村井委員 １２５頁の先ほどのイノシシのところもちょっとまた関連した質問になるん

ですけれども、ご説明にありました捕獲隊は、現何名で実動、活動されているのか、教

えていただけませんか。 

○川久保環境農林課長 現在、４名で活動されておられます。 
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 以上です。 

○村井委員 たしか有害鳥獣を捕獲したら、やっぱり奨励金的な、そういうのがあったと

思うんですけれども、イノシシもしくはそういう単価があれば教えていただけませんか。 

○川久保環境農林課長 大阪府のほうからイノシシ成獣１頭で７千円、幼獣１頭で１千円

で、参考までにアライグマは１頭１千円で交付されております。 

 以上です。 

○村井委員 この７千円というのは太子町の単費の支出ということでよろしいでしょうか。 

○川久保環境農林課長 これは大阪府のほうから直接捕獲隊のほうに交付されております。 

 以上です。 

○村井委員 これは大阪府のほうからと、多分農林水産省から全国一律にイノシシは成獣

１頭につき７千円という基準に基づいて、国が多分交付税か、何かの措置をされて地方

に行っているところやと思うんです。なぜ私がこんなことを言うか言うたら、奈良県と

か、やっぱり和歌山県、よその都道府県においては、もっと力を入れて、そういうとこ

ろのことを積極的に活動していただこう、また、これは適正な奨励金の金額にして持続

可能な団体の活動をしていただこうというふうな取組を進められているところ、都道府

県が全国ほとんどやと思います。 

 ただ、やっぱり大阪府においては残念ながら市町村、また大阪府のところにそんなに

力が入っていないのか、この単価になってしまっている。もうよそへ行ったらもう１万

円を普通に超えていくような市町村がたくさんあるのは、もう皆さんご存じやと思うん

です。その辺のところもやっぱりしっかりとやらなあかんというのは、どっかで今現に、

鳥獣被害の防止計画というのが、令和４年から令和６年にかけての計画の中に基づいて

やっているかと思うんですけれども、これは令和７年度、来年度においてその計画もま

た改正されるところやと思うんですけれども、そこでそういうところの反映したような

計画にしていくお考えは、現時点ではあんのか、ないのか、教えていただけませんか。 

○鳥取まちづくり推進部長 イノシシのその捕獲の１頭当たり幾らという農水省の話、そ

の農水省は当初出たときは、一般的にその団体でやるというよりも、各農家さんで捕獲

してもらう。農家さんで捕獲したときには１頭幾ら出しますよというような思いを持っ

て農水省は出したというふうに記憶しております。 

 ただ、それをすると、ちょっと本当は直接農水省が、直接お金を払っていたんですが、

やはり不正を働く方が非常に多くて、１頭のイノシシの写真を撮るのに、反対向けたり
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裏向けたりして、１頭分を２頭分、３頭分として申請していくことが非常に横行、一部

の方が横行したということで、都道府県なり市町村が間に入るというふうになった経緯

がございます。 

 太子町としても、もちろん捕獲隊の方に、最初お話、この制度ができた当初は、もう

これをやっていきますかということで、当時のメンバーの方にお話しさせていただいた

ら、ありがたい話やけれども、私らはそれで周りから金もうけしているというふうに思

われるのが、ちょっとやっぱり引っかかるということで、当初はその辺は辞退はされて

おりました。 

 ただ、段々考えも変わってきていますので、今は７千円という形でいただいておりま

す。今後も、鳥獣被害防止計画、これは何回かの改定になっていくと思いますけれども、

そういう形で内容も踏まえた上で、改定のほう、２年に１回やっていこうかというふう

には考えております。 

○村井委員 今、部長にご答弁いただいたのが、計画の中にもあります鳥獣被害特措法に

基づく鳥獣捕獲隊ではないと。太子町においての捕獲隊は、国が定めている鳥獣被害特

措法に基づいた鳥獣被害団体ではないですよというのが、計画の文言に出てきていると

ころがそれやと思うんです。国に基づいてやっている捕獲隊があんのが、大阪府下では

島本町と千早赤阪村の２つだけなんですよ。あとは計画まで行っていますけれども、国

の機関に基づいた捕獲隊で登録されているのは、その２件だけと、太子町は、捕獲隊と

して国のほうには認められていないというふうな状況で、やっぱりその辺のところから

しっかり、何でこの国が法律、特措法をつくって、この鳥獣被害防止計画をつくって、

次のステップまで行こうと、地元の当時の猟友会の方、捕獲隊の方々のご意見を尊重し

て、そうなってきたんかもわからないですけれども、また今の昨今のところなってきた

らやっぱり高齢化、次の世代のところの捕獲隊員のところというのもありますでしょう

し、その辺のところも加味しながら、次の計画、改正していただけますように。 

 それとやっぱり周辺の都道府県、市町村の調査、今、実際に私が知っているところで

は、よその他府県ではもう役所職員が作業服を着てトラックに乗って、イノシシをよっ

こらしょと載せている自治体、そんなんはありませんよ、正直。もう全てもういろいろ

委託されたり、地域の方でお願いしたりといったところで、イノシシが出てきたから役

所職員が作業を着て現場へ行っていますと、そういう時代ではもう役所、自治体はない

ので、しっかりちょっと周辺の先行事例とかを調査して、この計画は進めていかれたほ
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うがいいと思います。 

 以上です。 

○鳥取まちづくり推進部長 ただいまお話の中で出ましたように、国の求めている捕獲隊

の話ですけれども、多分捕獲隊、いわゆる国が求める実施隊になると思うんです。実施

隊に関しては、立場上、多分準公務員という扱いにしなければならないという項目があ

ったと思います。ですので、そうなるとやはり今のメンバーさんを私らが扱う準公務員

という扱いにしなければならない、そういう扱いにするとなると、やっぱり人事的にも、

かなり制限もあるということで、多分大阪府で進んでいないのは、そういうことが原因

かなということで思っております。 

 ただ、国としては、それを進めていきたいというのを打ち出した、私らも理解はして

おりますので、それには十分考えてやっていきたいと思います。 

○村井委員 今、部長からご答弁をいただいた大阪府においてはということになれば、大

阪府にそういう要望を、よその都道府県では進んでいますので、大阪府だけ進んでいな

いというのは、その準公務員といったところが足かせになっているんやったら、大阪府

また、近畿農政局から、そういうところの大阪府に指導があってもええと思うんで、今

のご答弁やったら。 

 やっぱりそういうところでは、よその奈良県でも和歌山でも、特に三重県、千葉県、

福岡県、もう業務委託されています。もう捕獲をお願いします、電話一本だけです。お

願いしますで、あとは地元猟友会の方と連携を取って、それがジビエ化されたり、一部

は動物園の餌になったり、いろいろそういうふうなところで、地元、地産地消のところ

でジビエ化のところも力を入れたりされているところもあるので、しっかり調査してい

ただいて、進めていただきますようお願いしておきます。 

○鳥取まちづくり推進部長 確かに過去に大阪府猟友会から、大阪府一括で全部委託しな

いかという話もございました。しかし、私どもには私どものやはり町には、猟友会とい

う形でずっと長年活動してきていただいた経緯がございます。だから、その方々を無視

して新たに大阪府の猟友会と簡単に委託契約を結ぶということは、当時できませんでし

た。 

 ですので、実施隊ではなくて捕獲隊という形を取らせていただいて、今の状況にある

ということでございますので、その辺の経過も踏まえた上での今状況ということでご理

解いただきたいと思います。 
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 以上です。 

○村井委員 その辺の経過を踏まえて、次の計画にうまいこと反映していただきますよう、

時代は流れていますし、少子高齢化で、大日本猟友会のほうでも、ハンターの高齢化と

いうのが１つ問題になっていますし、今はもうそれはライフルで走り回っているのを撃

つというな捕獲の時代でもございませんし、そういうところのこともしっかりと加味し

ながら、計画策定していただきますようお願いしておきます。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 時々、二上山に行くんですけれども、万葉の森でしたか、あそこの駐車場が

当初、おおっとなったときよりも、囲いがもう広くなっていて、もう下からは入られへ

ん感じになっているし、あれはもうあのままで直す気がないということですか。 

○木下観光産業課長 万葉の森につきましては、環境農林課所管でございますけれども、

観光施設ということでご答弁をお許しいただきたいところでございます。 

 昨年度ですか、陥没がございまして、そこをどう直すかという議論は、大阪府と共に

やっておったところでございます。その中で陥没したところの経緯を掘り下げていきま

すと、もともとはあそこは駐車場ではなかったということが分かりまして、下に水路と

いいますか、河川といいますか、流れておるんですけれども、それを勝手に埋められた

方がいらっしゃって、駐車場のような形態になっておったというところでございます。 

 それを直すとなると、とんでもない費用、何千万という費用がかかるということが判

明いたしましたので、それであれば、大阪府が整備していただいた駐車場、正式な駐車

場だけを、駐車場としては今後も使っていくというような今経緯になってございます。 

○西田委員 では、もうそうやって駐車場で使われへんのやったら、車で入っていかれへ

んように、人が入っていかれへんように、何か危険地域みたいに囲っているだけではな

くて、そういうのはちょっとちゃんとやれる人がやったらええやろうけれども、もとも

と木が植わっていたんやったら木を植えて、木が植わっているところに人が入っていけ

へんやろうしと思うし、もう少し来てくださいと言うたら、釣り堀が見えて、何か建物、

食べられるところが見えてと思ったら囲われている、これは何やろうみたいなところを

越えて、初めて駐車場で二上山へ来てくださいよと、町のシンボルですよと思うんやっ

たら、入り口があの状態でいいとは思いませんので、道の駅の将来を考えるのも１つか

もしれませんが、今困っているところというか、今、観光の景観を阻害しているところ

を、まず先に直してもらうようにしたほうがいいんではないかと思うので、府にも強く
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要望していただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 ちょっとその二上山の関連性といったところで、私も二上山観光、特にこの

コロナ禍で健康づくり、また最近多いのがペット、犬連れて一緒に登山、散歩がてらさ

れている方がすごく多い。その中で、やっぱりお車でお越しになられる方がすごく多い

ので、駐車スペースがもともとからそう広くないところに、今の西田委員のご指摘があ

った、今ちょっと使用を制限されているエリアがあると。やっぱりそういうところのこ

とがあれば、ちょっと車で来ないでください、歩いて来てくださいというのを推奨する

ということもできませんでしょうし、金剛山みたいに、登山口までバスが行っているわ

けでもございませんから、公共交通機関を利用してくださいというご案内も、なかなか

難しい。どうしても車で利用になってくるかと思うんです。 

 そうして見たら、絶対数の台数の面積とかがどうしても不足しているというような状

況やと思うんです。だから今のところを、もし使われへんかったら、また違うところで

やっぱり、それもやっぱりもてなすということと、私もそのシーズンもしくは年末のと

ころで何回か見かけたことがありますけれども、国道に路上駐車されるドライバーさん

がいらっしゃるというのは、もうどないもいかんから、もう道に止めておけみたいな感

じで止めてはるというのも、非常に道路形状、国道の道路形状からして、Ｓ字カーブで

危ないと見通しのない、危ないところに車が止まっているというのが、本当に交通安全

上、いかがなものかと思うところもあります。 

 やっぱりそういうところの駐車場の確保というたところも１つ、これから１つの方策

としてあるんではないんかなというところも思いますし、また、具体的なご答弁はいた

だきませんけれども、力を入れて、今の状況を早く打開できるような施策をしていただ

きますように要望しておきます。 

 続けていいですか。１２９頁の商工業振興事業の中で、商工会運営助成金、いろいろ

商工支部助成金ということなんですけれども、今年も毎年恒例の商工祭ということで、

役場駐車場で盛大な盆踊り、特に今年に関しては出展ブースですかね、すごく例年に比

べて多くて、それはにぎやかな、なんかえらいすごいなとなったイメージを受けたんで

す、私は。 

 その中で、やっぱり住民さんが参加されている方も、わあ、すごいなと言って子ども

たちも喜んでいたというお声も、私は直に聞いていますし、ただ、ずっとじっと見てお
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ったときに、この商工祭の盆踊りに、商工祭に対してのこの役場の役割というのは、ど

ういう役割を今お持ちで、役割分担で役割を受けてはんのか、教えていただけませんか。 

○木下観光産業課長 夏まつりでございますが、商工会太子町支部が主催でございます。

我々の観光産業課の立場としましては、太子町支部の事務局という形になってございま

す。主催は、商工会の太子町支部さんなので、基本的には支部さんのほうで、全ての夏

祭りを執り行っていただくのが一番と考えてございますが、何分、商工会太子町支部も

会員数が減っておったりとか、高齢化も進んでございます。ただ強い思いで、何とか子

どもたちのために、地域のためにということで、夏まつりの正直終わり際はもう本当に

へろへろになりながら、座り込んででもやり続けてくださっておるところでございます。 

 というのを、これからもまだまだやっていただきたいと、町としては考えてございま

すので、我々も陰ながらでございますが、観光産業課、まちづくり推進部、全員で応援

していくというスタンスで、夏祭りのほうは進めさせていただいておるところでござい

ます。 

 以上です。 

○村井委員 これは実際今年に限って、何か私はちょっと住民さんから、例えば違う部署

の夏のイベントが商工祭の日と重なっていて、商工祭に行きたいねんけれども、こっち

のイベントにも参加せなあかんから行かれへんねんとか、ちょっとその部署の中での日

程調整がうまいこといかへんかったんかな。もうこれはもう致し方ないというようなと

ころなんかなとか。 

 例えば、もう一週戻したら、太子町にお住まいやった方、帰省で太子町に子どもを連

れて帰省で帰ってこられている。そこで太子町役場で盆踊りをしはる。やっぱりそうい

うところの１つは、やっぱり夏の太子町の風物詩としての盆踊り大会というのが、何で

こう言うかというのは、太子町で唯一残っている盆踊りは、この盆踊りだけなんですよ。 

 昔は各町会・自治会から始まっての団体とか、地区とかであったんですけれども、も

う残っている盆踊りとなってきたら、この太子町の商工祭ぐらいなので、ちょっとその

辺も来年はちょっと、日程のところから、難しいかもわからないです。ただやっぱり今

のこの少子高齢化、例えばふるさと納税に力を入れていますというふうなところであれ

ば、その帰省のタイミングに、もしうまいこと合ったら、地方に出ている、東京に出て

いる方でも、ふるさと太子町でこういうにぎやかなところのイベントをやってはんねん

なと。ああ、来年度なんかで力になれたらなみたいな人が、１人でもそういうところの
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思いがあって、ふるさと寄附金のところ、もしくは太子町に帰ってきて、私もほんなら

一緒にやろうかとかいうぐらいのことになるような事業にしていただけたらなと思うん

ですけれども、その辺のお考えもちょっと教えていただけませんか。 

○木下観光産業課長 委員おっしゃられるように、盆にしてほしいというご意見は確かに

私のほうにも届いてございます。ご意見としましては、支部のほうにはお伝えはさせて

いただくんですけれども、平生、普段はお仕事をされている中での夏まつりでございま

す。ですので、会員さんもやはり盆を休みたいというのが正直なところだと思います。

そこは意見としてはお伝えはしますけれども、最終判断は支部のほうでしていただくと

いうことでご理解いただきたいと思います。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 今のお祭りは、なかなかもう団体だけでやりにくい中、職員が陰ながら応援

しているというのは、家から応援するわけではなくて、その場に行っていらっしゃると

思うんです。これは残業とか、そういうのが付いているんではなくて、職員のこれはボ

ランティアなんですか。 

○木下観光産業課長 観光産業課の職員は、職務として行かさせていただいております。 

○西田委員 それはきっちり残業、時間外手当は入っていると。 

 それと、それはそれでよかったんです。都市公園のところかなんかの説明で、２８公

園あって、２２か所の草刈りは委託しているけれども、残り４か所は職員がと言ったで

はないですか。これはこういうむちゃむちゃ小さいから職員で行けるんか、行けるわと

思ってやっているんですか。 

○小濱地域整備課長 ２２公園以外の６公園につきましては、和みの広場等大きい、逆に

大きい公園のほうを随時草刈り等をさせていただいているような状況です。 

○西田委員 だから２８で２２か所は委託して、６か所は、だからその他は職員と言わは

ったので、職員は和みの広場の草刈りをしているのですか。 

○小濱地域整備課長 そうですね。町職員、会計年度任用職員の方々を通じて、対応して

おります。 

 ちょっともう一つ追加します。町職員とボランティアの方々も含めて対応しておりま

す。 

 以上でございます。 

○西田委員 分かります。私はだから、こういう委託して、草刈り業者とかに頼んだらお
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金がかかるから、なぜ小さいところをやっているんですかと言ったのは、小さいところ

は、職員さんが仕事の手を止めて草刈りへ行っているんやったら、それは違うでしょう

という話を言いたかったんです。グラウンドゴルフをやっているところが、最初そこは

職員がやっているんですと言ってはったから、こんな夏の暑いときに職員さんがそこで

やる必要があるんかということを言っていて、１回分だけかな、それでもう委託しても

らって、職員さんがすぐに刈りに行かんでいいようになったみたいなことがあったよう

に、さっきの猟友会でしたか、職員さんがとか、ちゃんと委託すれば済むことはして、

職員さん、それでなくても仕事が多いではないですか。人数、適正化に満たないではな

いですか。だから正規の今やらなあかんことに向き合える。草刈りは、やらなあかん仕

事に入れへんとは言いませんけれども、でもそれは主の仕事ではないと思うので、そう

いう、職員の全員大変やけれども、この部署になったから仕方がないとは言えへんけれ

ども、そういう仕事はなくすようにしてもらいたいなと思うので、なければいいんです。

ちゃんとお金払って、そういうことを草刈りを担当している人がやっているというので

あれば、それはそれでいいんですけれども、自分が自ら行って、一日かけて草刈りする

ようなことがないようにということだけをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○村井委員 １３７頁のこれちょっと、この文言しか出てこなくなったので、ホタル鑑賞

会警備事業ということで、これは唐川のホタルの件やと思うんですけれども、実際に唐

川のホタルの生育状況、例えば何年、去年やったかな、えらい水害で、ちょっとホタル

の生息が危ぶまれた年もありましたし、環境の状況と、今、ホタルを守る会の実働状況、

どうこれからこの鑑賞会といったところの、これから先の基本的なお考えがもしあれば

教えていただけませんか。 

○小濱地域整備課長 唐川ホタルの件につきましてですけれども、まず、環境状況につき

ましては、毎年ホタルを守る会の方々が草を刈ってくれたりとか、カワニナの生育、カ

ワニナを取りに行って川に放流するような作業を毎年行ってもらっています。今現在ホ

タルを守る会の活動状況につきましては、先日、７月中旬に会員の皆様により総会を行

いました。その結果、役員については全員任期満了に伴って役員の継続という意思はな

いという状況でございます。よって新体制が確立するまでは、活動ということに関して

は休止するというような状況でございます。 

 来年の鑑賞会につきましても、その結果次第と言いますか、そのホタルを守る会の存



－１３７－ 

続というところを踏まえて、どう考えていくかというのを、今検討しているような状況

でございます。 

 以上でございます。 

○村井委員 これは唐川のホタルも続けてこられてから２０年ぐらいになるんですか。太

子町でもさっきの盆踊りと同じく、やっぱり季節の風物詩というところのこともありま

すし、それよりもやっぱり自然環境、周りに広がる農地で、さっきの水質の質問もあり

ましたし、水質のきれいな澄んだ川にホタルがすんでいて、その辺でお米が栽培されて

いてというようなところのことを、太子町の典型的な、農村風景の象徴的なエリアやと

思うんです。 

 ただ、それでもう一つ、太子町外にお住まいの方から私はよく問合せがあるのが、年

間で２つよくあるのが、ホタルシーズンはいつかと、もう飛んでいるのかという問合せ

と、もう一個は太子町のシャインマスカットはいつから出てくるのかという問合せ、町

外の方からその２つがすごいんですよ。やっぱり町外の方でも太子温泉の付近のホタル

というのがすごく口コミで広がっていて、そういう環境、あるというところがあると思

うので、私としては何らかの形で継承保存、そういうところのことを地域の皆さんと話

しした上で、進めていかなあかんとは私は思うんですけれども、その辺のお考えも、も

しあれば教えていただけませんか。 

○小濱地域整備課長 ホタル鑑賞会につきましては、毎年、やはり村井委員がおっしゃる

とおり、皆さん楽しみにしているイベントであります。やはりホタルを守る会、賛助会

員も含めて３１名おられるんですけれども、その方々の強い意思というか、それをうち

としては、尊重していきたい。やはりその思いというところを受け止めながら、本町と

しても、本町地域整備課としても、なるだけ続けていっていただきたいというところも

含めて、地域整備課としては、援助できるような形を取っていきたいというふうには考

えております。 

 以上でございます。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 町道の整備ですけれども、全部で７６キロメートルという、ごめんなさい、

数字をちゃんと聞き取れなくて、それを順次やっていって一遍にはできませんよという

ような話もあったかと思うんですけれども、担当の方とも一度お話をしましたが、しな

が台、下水がもう集中でつながっているということがあって、下水道工事をすることも
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なかったので、あまり町道をいじっていなくて、ひびがいっぱい入っていて、ある方が、

ほんでまた、坂でしょう。けつまずいて転んだという話もあって、その方には、水道き

れいにするときに、また、アスファルトを掘り返すから、そのときにきれいになります

よと言うたら、それがいつなるか分からへんということやったら、今こけてけがしてい

る人もいているんやったら、直してほしいなと思うんですけれども、そういったのはお

願いしたら、穴空いてるのとか、本当にすぐ埋めに来てくれはるから、すごい素早いな

と思うんですけれども、そういうのではなくて、順次やっていく計画というのを、磯長

台の人にあと２年待ってくれますかとか言えるとか、何かそういう計画を持っているん

ですか。 

○小濱地域整備課長 道路、舗装及び歩道舗装の個別施設計画というのを作成しておりま

して、ひび割れとか、劣化、段差頻度によって、優先順位を決めて、順次維持管理に努

めている次第でございますので、計画としてはございます。 

 以上でございます。 

○西田委員 その中に、磯長台は水道、いらうのは絶対いらわなあかんから、そのときに

という話があったので、ちょっとちょっときれいなっていっているから、全部なるんか

なと思ったら、そのあたりは水道の整備のところに載っかっていくという形で、こちら

から先にするということはしないということですか。 

○鳥取まちづくり推進部長 委員御指摘のとおり、その辺に関しては、水道からの情報基

盤当然今ではなくて企業団からですね、企業団からの情報を加味しながら、あとマンホ

ールの調整でありながら、言い方が悪いですけれども、舗装はではお願いねという形で、

なるべく時期を合わせるような形を取っております。 

○西田委員 それが、何かすぐできるかのような企業団に入る、入れへんのときの話のと

きにおっしゃっていたので、それでまた、水道はどこにも通っているから、全部の道路

がきれいなるようなイメージを、そのときには言ってはったので、ちょっとその計画が

企業団に聞かなあかんのかもしれませんけれども、そこをいらうのは、どれぐらいの計

画でやろうとしているのか、分かったら聞いておいていただけたらと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 これは、この決算書のところでは、商工になってくると思うんですけれども、

昨日の質問でも言いましたように、太子町内の特に飲食業の創業というのは、今実際に
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創業支援制度、支援金制度というのがあるんでしょうけれども、この決算書にはそうい

うところのことがちょっと確認できないんですけれども、前に飲食店の出店支援金です

か、エリアを絞った形のがあったかと思うんですけれども、そういうところの実績と、

単年度の実績ではなくて、何件あったのか、またこれは、力入れていかなあかんところ

やと思うんですけれども、その辺のところのお考えを教えていただけませんか。 

○木下観光産業課長 創業支援であるとか、飲食店の開業補助金でございますが、委員今

おっしゃられたとおり、決算書には載っていないような状況でございます。といいます

のも、予算はありましたけれども、執行に至らなかったというところでございます。昨

年度は２件ほど創業のご相談はあったものの、開業までには至らなかったということで、

以前から非常にちょっと使いにくい制度ではないかということでご指摘をいただいてお

りまして、今年度６年度から改めまして、創業支援補助金という形で一本で今、今年度

は運用しておるところでございます。費用のほうにつきましても、若干上乗せしておる

ところでございます。 

 創業支援につきましては、令和５年度までは補助額１０万円、空家等を利用すれば２

０万が付いてくるんですけれども、今年度からは補助額を３０万としまして、空家店舗

を利用すれば６０万という、飲食であればプラス１０万という形で運用を始めておると

ころでございます。 

 今年度につきましては、もう２件ほどご相談をいただきまして、１件は恐らく間もな

くというような状況になっておるところでございます。 

 以上です。 

○村井委員 やっぱりそういう小売店、飲食店というのは、住民さんの日々の暮らしのや

っぱりしっかりとしたインフラの１つやと思うんです。毎日そんな外食とか、毎日お買

い物をするとかでもないけれども、やっぱりそういう周りにコンパクトシティの中に、

それが１件ではなくて数か所あって選択肢がある。選択肢があることによって、利便性

が高い。電車だけでもなく、バスでも行ける車でも行けるみたいな。やっぱりそういう

選択肢の中のサービスのところやけれども、まず現状を見たときに、この役場周辺でも、

もう皆無な状況で、皆無というか、ここに１件あってまだ２件、３件という声を私が今

言うんやったら、またちょっとやけれども、大変な状況になりつつあるので、これはも

う民間のことやから、民間なんですというスタンスではなくて、もうこれはもう主導し

てでも、その先には間接的にはやっぱり住民さんの生活福祉の向上というたところにつ
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ながると、確実につながると私は思いますし、力を入れてもらえますようにお願いして

おきます。 

○森田委員長 ほかに。 

○西田委員 新規就農者育成総合対策事業、７人いらっしゃると言ってはって、長らく誰

もいないんですわというのが続いていて、最近こうやって、やってくださる方がいらっ

しゃってよかったなと思うんですけれども、これは出てくる間、資金が出る期限があっ

たと思うんですけれども、そこまでにやめていく人も多い中、それを卒業というか、そ

の期限が過ぎた人が、これからもずっと農業をやっていってもらいたいと思うんですが、

そういう意味では、年々ここ、もう卒業した人がまずいてるんですか、卒業というとお

かしいですが。 

○川久保環境農林課長 承認年度が令和２年度の方は、今年度で修了という形になります。 

 以上です。 

○西田委員 その人がもうこれからもやっていくということで、太子町に根を張って、こ

こに住んでやっていこうと思える、そういうような、今後どうするかなというような話

も聞いているんですか。 

○川久保環境農林課長 現時点では、そこの卒業される方は、軌道に乗っているというふ

うに聞いておりますので、継続のほうはされるかと思います。 

 以上です。 

○西田委員 一度その関係でしたか、町の広報にブドウ畑を背に、何か写真を載せたこと

があったと思うんですけれども、もっともっと来てもらって、太子町に住んでもらって、

農業をやろうと思う人が増えていったら、今本当にブドウをやっている方も、自分は高

齢で元気な間はできるけれども、もう次に継ぐ人もいてなくて、どうしたらいいんやろ

うという人もたくさんいらっしゃいますので、一番、なかなか畑では生活はしんどいの

かな、ブドウやったらちょっとした収入になるのかな。そういう中で、外に向かっても

来てねという発信をしてはいいかなと思うんですが、そういう、そうやって卒業がやっ

ている人はこんなにいいよということも言ってもらうとか、そういうＰＲの場をつくっ

て、集めるということをしようと思っていますか。 

○川久保環境農林課長 おっしゃっているＰＲというのは大事かと思うんですけれども、

やはりそれぞれその農業を一言で言っても、何というんでしょう、職業としてしていく

のはとても、やっぱり甘い考えではできないといいますか、そういったところもござい
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ますので、これまでどおり新規就農の方というのは、ぶどう塾を通してという方がたく

さんおられますので、そういったところを通して、今後も新規就農の方は増えていくの

かなというふうに思っています。 

 以上です。 

○村井委員 今の質問にちょっと関連したところなんですけれども、新規就農の制度で例

えばここに５年間で計画を立てて、新規就農に当たっていただくといったところの一番

最初の計画があるかと思うんです。そういうところで経年のチェックというようなとこ

ろのことは把握されているのか。 

 私が知っているところでは、よその都道府県では畜産で新規就農するときには、最初

は５頭ぐらいやけれども、５年後には３０頭ぐらいにしますみたいな計画がいかへんか

ったら、もうやめ、中止というのがね。何でやったら３０頭飼わへんかったら、飯食っ

ていかれへんから、やっぱりそれぐらいのすごくハードルを課してやってはる自治体も、

私は聞いたことあるんですけれども、その辺のところもおっしゃっている、例えば、農

業所得が５０万円で、そんな１年間飯食うのなんか、そんな無理なので、その辺のとこ

ろまで調査されているのか、教えていただけませんか。 

○川久保環境農林課長 おっしゃるとおり最初に営農計画、５年後に目指す所得などの基

準がございまして、そちらを出していただいた後、計画のほうは大阪府のほうとの専門

的な見地のほうから、都度チェック、定期的にチェックしていただいております。 

 以上です。 

○村井委員 これは新規就農というても、専業でいくというのはなかなかしんどいハード

ルで、兼業でいかれるというケースもあるのかもわからないですけれども、やっぱり専

業でいくとなったら、農地の出荷という作業が絶対要りますでしょうし、直売という作

業も絶対現金化するときには必要やと思うので、そういうところのご紹介とか、例えば

その中に組合に入らなければならないとかいうところのことがありますよとかいうとこ

ろでひとつ、今のぶどう塾の方も、その先、作ったのはええけれども、どこで売るのや

みたいなね、作ったはいいけれども、どこへ行ったら市場へ持っていってくれんのやと

かいうのも、ひとつそういうところのご案内というのもこれから必要になってくるかと

思うので、力を入れてもらえますようお願いします。 

○西田委員 要望で、やっている方で一番何か困っているのは、それはすぐにお金になる

と思っていないかもしれませんけれども、農機具は案外高いらしいですね。それの貸し
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借りがもう少しできるようになるとか、ブドウをやっていても、ブドウだけでできへん

かったら畑しようかなと思ったら、素人ではすぐできへんかったら、そういうノウハウ

を、何やろう、教えてくれる、そういう窓口があったらいいのになとかもおっしゃって

いたので、やっていこうと思える、種まきはちょっとしていただきたいなと思うので、

これも併せて要望させていただきます。 

 それと、河川のこと。河川、道の駅の裏のことがすごくいろいろ言われていましたけ

れども、何か本当に私が議員になった頃は、富田林土木に要望に行けば、案外早いこと

草刈り、木まではなかなかやけれども、草刈りに来てくれてはったんですけれども、ど

うも言っても、なかなか来えへんし、あれ年に何回刈るとか、そういう計画でやってく

れているんですか。 

○鳥取まちづくり推進部長 大阪府のほうは、道路のほうはたしか年１回程度、正直言っ

て、私らのやっている頻度よりも少ない頻度やと思います。ただ、河川に関しては、ち

ょっと私も記憶にないので、定期的には河川敷と言われる、その人の歩くところ、あそ

こは年１回は入ってくれていたと思うんですけれども、中は、正直、何年かに１回とい

う頻度やと思いますので、私らも注意しながら、できるだけ要望していくようにはして

おります。 

 以上です。 

○西田委員 本当に減ったの。何やったか、年１回か、そういう何か基準みたいなものは、

私がなったころにはあったように思うし、言われたら全部やらんでも、言われたところ

をちょっと木をきれいにしようかなというような、そういう動きは、本当に私のほうに、

直接言うたら、もうすぐすぐそこら辺ぐらいまでは動いてくれたんですが、どうも最近

というか、ここ数年、１０年ぐらい、どんどんその頻度が下がっていって、何やったか

な、川が何も見えへんようになったら、初めて刈りましょうかというぐらいの基準です

わみたいになっているんやけれども、今、地球温暖化もあって、本当にどこで大雨が降

って、どこで水が増えるか分からへん。太子町はなかなか水につかるというところも少

ないかもしれませんけれども、１００年に一度とかが起こっている中で、安心し切れる

わけでもなくという中で、やっぱり常日頃、大きな防災で、音を流すだけでなくて、防

災のためのことで動いとかなあかんという意味では、大阪府の動きがあまりにも貧相や

と思うんですが、言うときますと言うけれども、どれぐらい要望していて、それがうち

だけではないと思うんです。その要望に大阪府がどれぐらい応えているのか、ちょっと
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周りを見たこともありますか。 

○鳥取まちづくり推進部長 正直、ほかの市町村に確認ということにはしておりませんが、

たしか年、正直、年によって大阪府の対応も変わったりしますので、私どもとしては、

やっぱり大阪府は大阪府の管理すべきところをしていただくというところがありますの

で、やはり、引き続き要望はしていくことはさせていただいております。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 これもちょっと関連したところで、太井川浚渫は前から私は言っているんで

すけれども、先ほどの道の駅周辺という公共施設の周辺、もう一個太井川周辺というた

ときに、私が見たときは、私立、唯一私立高等学校周辺いうたところでも、やっぱり生

徒を集めるのに、なんや苦労されたり、いろいろそういうところで太子町と協働という

ことで事業を実施し、ご協力を仰ぎながらやって、一緒にやらせていただいていると。 

 そんな中で、やっぱり大阪府管轄なんでしょうけれども、学校周辺の環境というたと

ころも、太子町、私立学校が太子町にあるねんなと、入学前に１回見に行こうか。これ

はやっぱり景観にやっぱり太子町はええところやな、聖徳太子のお墓があったんやな言

うぐらいのところが、やっぱりまちづくりというのは、大阪府のほうもしっかりご理解

いただいた上で、ちょっとやっぱり太井川、その上流部、葉室のお地蔵さんの管ですか、

浚渫のところ、地元からもそういう声も聞いていますし、ちょっと力入れて大阪府に言

っていただけますようにお願いしておきます。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 １つだけ、これ聞こうと思っていて、開会の挨拶で、南阪奈道路、太子イン

ターチェンジ周辺において、だから今進んでいるんですよね。２件の立地に向けた協議

は進行中ですと、この２件はどういうところなんですか。 

○小濱地域整備課長 ２件ございまして、まず、Ｆランプの近くなんですけれども、よく

ミカン園の入り口の前の土地と、あと香芝・太子の今ちょうど工場を数件、何件か小さ

い工場ですけれども、建っている、あそこの横ぐらいに、土地としては、今協議中とい

うところになります。１件に関しては、もうかなり状況としては進んでおりまして、大

阪府のもう協議まで行っておりまして、もうすぐ２９条、開発許可が取れるような状況

にはなっておりますが、もう１件に関しては、まだ土地の売却等の問題がございますの

で、今その問題を解決しているような状況でございます。 

 以上でございます。 
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○西田委員 環境にやさしいような、何か工場でも、何でもかんでも来てもらっても困る

よみたいなことを言っていたと思うんですが、この２つはどういうことを扱う企業にな

っているんですか。 

○小濱地域整備課長 基本的には提案基準２６の開発の条件としまして、準工業地域で対

応できる工場を誘致していくというようなことです。１件につきましては、ねじとか、

そういった熱処理をするような企業でございます。もう一件に関しましては、サイン、

看板とか、印刷関係の業態というものとなっております。 

 以上でございます。 

○西田委員 環境という意味でありますけれども、もう一つ、ミカン園がまた、うちの売

りの１つではないですか、観光の。それの道すがらが、環境を阻害するような会社では

ないと。 

○小濱地域整備課長 その点につきましては、環境に配慮した会社であるということは、

本町下調べをしておりますので、そこの点につきましては、大丈夫だと考えております。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 １４３頁のところの水防事業、昨日改めて聞かせていただいたら、これは消

防団ではないということで、水防資機材購入費、備品購入費というのは大体どういうふ

うなものを購入されているのか、教えていただけませんか。 

○小濱地域整備課長 水防資材につきましては、川砂入りの土のうを１００袋購入しまし

た。基本的には直営で災害時に土のうを置くなどに使用しております。 

 また、台風前などによって、緊急的に災害対応に使用してもらうために、太子分署に

も貸与するような対応なども行っております。 

 以上でございます。 

○森田委員長 ないようでございますので、まちづくり推進部関係についての質疑を終わ

ります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１時でございます。 

午前１１時５０分 休 憩 

                                        

午後 １時００分 再 開 

○森田委員長 それでは、再開いたします。 

 教育委員会関係についての説明を求めます。 
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○東條教育次長 それでは、教育委員会の町立学校園、給食センターを含む教育総務課及

び、生涯学習センター、総合スポーツ公園、歴史資料館等の生涯学習施設を含んだ生涯

学習課所管分の決算説明をさせていただきます。 

 それでは、歳出の説明からさせていただきます。 

 決算書の１３８、１３９頁をお願いいたします。 

 まず、公民館の解体関係でございます。７款土木費、３項都市計画費、２目都市公園

費、支出済額７千６４８万７千３３７円のうち、都市公園整備事業５千９７３万７千９

２０円は、公民館の解体撤去に係る工事費で、跡地利用を、防災機能を持たせた公園整

備としていることから、都市公園費での支出としてございます。 

 なお、アスベスト処理に係る追加工事が発生したため、安心安全まちづくり推進事業

より１１７万５千円の流用を、また、予備費より３００万円を充当してございます。 

 それでは、教育費の頁、１４４、１４５頁をお願いいたします。 

 教育費の総額は、９款教育費、支出済額７億６千５２３万７千７８７円で、一般会計

総額に占める割合は１２.４％となってございます。 

 なお、繰越明許費の６千２４万８千円は、山田小学校トイレ改修事業の翌年度繰越額

となっております。 

 それでは、備考欄の各事業の主な内容を説明させていただきます。 

 １項教育総務費、１目教育委員会費、支出済額２億６５５万２千７９５円。教育委員

会運営事業２千９９２万４千７２０円は、１４６、１４７頁をお願いいたします。 

 教育委員４名の報酬や、会計年度任用職員の報酬など、教育委員会の運営や各学校園

に共通する経費で、１節報酬の会計年度任用職員報酬１千９８５万６千４５５円は、小

中学校の介助員９名、学校巡回作業員１名、小中学校の図書司書１名に係る人件費とな

ってございます。 

 次の学校保健事業６７３万８千６１６円は、児童生徒の各種健診に係る学校医の報償

費や検査委託料、学校管理下における児童生徒の災害給付を行う日本スポーツ振興セン

ターへの負担金など、学校保健に係る経費で、７節報償費の学校各種検診医師等報償費

４０７万７千２６０円は、幼稚園、小中学校の園児、児童、生徒９４１人分の検診に伴

う、内科医等１８人に対する報償費でございます。 

 次の教育振興事業１６２万４千２１４円は、教育研修会の講師謝礼や、小学５・６年

生及び中学生の英検受験に対する補助金などで、１４８、１４９頁をお願いいたします。 
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 １８節負担金補助及び交付金の１１３万１２０円は、英語検定試験検定料補助金で、

町立中学校を準会場として実施した町立中学生の２９２人分に加え、個人への助成分、

町立小学５・６年生２０人分と、町外の中学校に通う中学生６人分の受験料への補助金

でございます。 

 次のＡＬＴ（外国語指導助手）配置事業９３２万７千円は、ＡＬＴ２名の報酬費等、

町立学校園に対するＡＬＴの配置に要する経費でございます。 

 総合学校支援事業４８０万５千５０円は、スクールソーシャルワーカーや学校支援チ

ームの弁護士の謝礼等、学校の様々な教育課題等を専門的見地から解決を図るために要

する経費でございます。 

 本事業では、スクールソーシャルワーカーを、各小中学校及び関係機関へ１８１回の

派遣を行ってございます。さらに、学校支援チームとしてスクールカウンセラー、スク

ールロイヤー、スーパーバイザー、スクールソーシャルワーカー及び学校長ＯＢの学校

への派遣を行ってございます。 

 次の適応指導教室運営事業２９９万５千５５２円は、指導員２名の報酬など、教室運

営に要する経費でございます。適応指導教室、現在の名称は児童生徒支援教室ですが、

通称、和みルームは、心理的な側面により、登校したくてもできない児童や生徒に対し

て、きめ細やかな指導を行うことにより、集団生活への適応能力を養い、学校生活に復

帰できることを目的に設置しているものでございます。 

 次の入学祝い品贈呈事業１６２万３千７１２円は、子どもの成長を切れ目なく支援す

るため、小中学校等に１年生として入学する児童生徒の保護者に対しまして入学祝い品

として図書カードネットギフトを贈呈してございます。令和５年度入学の対象者は、新

小学１年生１０７人、新中学１年生１０１人となっております。 

 なお、資料の主要施策報告書には、誤って新小学１年生１０８人と新中学１年生１１

７人と令和６年度今年度の実績を誤記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次の新型コロナウイルス感染症対策事業２千１８１万１千５７１円は、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業で、次の１５０、１５１頁をお願

いいたします。 

 １８節負担金補助及び交付金の小中学生子育て応援緊急給付金２千１７０万円は、新

型コロナの長期化による子育て家庭の支援のため、本町に住所を有する小中学生及び令

和６年４月に小学校に入学するお子さんのいる世帯に対し、１人２万円の支給を行った
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もので、新小学１年生が１０４人、小学生が６４３人、中学生が３３８人、計１千８５

人に給付いたしました。 

 続きまして、２項磯長小学校費、支出済額３千８８２万６千４４８円、磯長小学校は

児童数４３６名、通常学級１４学級、支援学級４学級となってございます。 

 １目学校管理費、支出済額２千３１２万２千１０７円、磯長小学校運営事業（教育総

務課配当）４９５万４千７２８円は、学校校務員１名の報酬や、複写機賃借料など、学

校運営に要する経費で、１０節需用費の消耗品費（新型コロナウイルス感染症対策分）

１６５万１千２４６円は、学校保健特別対策事業費補助金の感染症流行下における学校

教育活動体制整備事業として、新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品を購入して

ございます。 

 次の磯長小学校運営事業（学校配当分）４１１万１千６５６円は、消耗品、電話料、

備品購入や、教育研究会負担金など、学校運営に要する経費で、１０節需用費の消耗品

費では、学習用消耗品やコピー紙等の購入を、１７節備品購入費では、校用備品として

デジタルカメラ等の購入を、また、図書購入として児童図書３６２冊を購入してござい

ます。 

 次の頁、１５２、１５３頁をお開き願います。 

 磯長小学校施設維持管理事業（教育総務課配当分）６３７万６千４２５円は、清掃・

設備保守・機械警備の委託料など、学校施設の維持管理に要する経費で、１０節需用費

の修繕費５９万６千９０円は、プール循環ろ過装置及び、北校舎廊下の床段差解消等の

修繕費用。１２節委託料の磯長小学校設備保守委託料１９６万５千９２０円は、自家用

電気工作物やプールろ過装置等の設備保守点検委託料でございます。１４節工事請負費

の小荷物専用昇降機改修工事請負費２５３万６千５０円は、両小学校給食配膳用の昇降

機の改修工事費でございます。 

 次の磯長小学校施設維持管理事業（学校配当）７６７万９千２９８円は、光熱水費な

ど、学校施設の維持管理に要する経費で、１０節需用費の修繕費６７万１千５８３円は、

職員室印刷機、音楽室空調機、トイレ手洗い器止水栓の修繕費でございます。 

 次の教育振興費、支出済額１千５７０万４千３４１円。磯長小学校教育振興事業（教

育総務課配当分）８４７万３千２２９円。１３節使用料及び賃借料７４８万７千１６０

円は、パソコン機器の賃借料で、タブレット端末児童用１５６台、教師用２４台、校務

用パソコン４１台。また、ソフトウェア使用料は授業支援ソフトの使用料となってござ
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います。 

 １８節負担金補助及び交付金４６万３千５６９円は、校内研修講師謝礼や課外活動支

援、芝生の維持費用等に対する特色ある学校づくり補助金でございます。磯長小学校教

育振興事業（学校配当）６５万７千２３３円は、体育授業用マット、算数ブロックなど

の教材用備品の購入費用等となってございます。 

 次の磯長小学校就学援助事業５９２万３千８１９円は、要保護６人、準要保護６８人

に対する就学援助に要した経費となってございます。内訳としては、医療費扶助１名、

学校給食費扶助６９名、校外活動費扶助５６名、新入学用品費扶助１２名、修学旅行費

扶助１９名、通学用品費扶助６１名、学用品費扶助６９名となっております。 

 次の磯長小学校支援学級事業１０万７千８８７円は、支援学級の運営に要する経費で、

１０節需用費の消耗品費では、野菜や花の苗等を購入してございます。 

 次の１５４、１５５頁をお願いいたします。 

 １７節備品購入費では、コンパクトステレオ等の教材用備品を購入しております。 

 次のＩＣＴ教育振興事業５４万２千１７３円は、学校におけるＩＣＴ教育活動に要す

る経費で、１０節需用費の消耗品費では、ＩＣＴ教育に係るプリンタートナーなどを購

入。１７節備品購入費では、プロジェクターを購入してございます。 

 次の３項山田小学校費、支出済額５千４８６万４千１５２円。繰越明許費６千２４万

８千円は、冒頭に申し上げましたとおり、トイレ改修工事に伴う翌年度繰越額です。 

 山田小学校は児童数１８２名、通常学級７学級、支援学級３学級となっております。

山田小学校費については、磯長小学校費と同内容となりますので、主だった内容を中心

に説明をさせていただきます。 

 １目学校管理費、支出済額４千５３８万３千７０６円。山田小学校運営事業（教育総

務課配当分）４０５万９千４２８円、１０節需用費の消耗品費では、磯長小学校と同様

に、新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品を購入しております。１７節備品購入

費では、サーキュレーター、空気清浄機等を購入してございます。 

 次の山田小学校運営事業（学校配当）２９３万５千４３８円。 

 １５６、１５７頁をお願いいたします。 

 １７節備品購入費では、校用備品として閲覧椅子、冷蔵庫等の購入を、また、図書購

入として１５４冊の児童図書を購入してございます。 

 次の山田小学校施設維持管理事業（教育総務課配当分）６１７万８２６円。１４節工
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事請負費では、磯長小学校同様に、給食配膳用の昇降機改修工事等を行っております。 

 次の山田小学校施設維持管理事業（学校配当分）４５１万６千７１４円、１０節需用

費の修繕費では、家庭科室ミシン、小便器自動フラッシュバルブ等の修繕を行ってござ

います。 

 次の山田小学校東校舎トイレ改修事業（繰越明許費分）２千７７０万１千３００円は、

東校舎のトイレ改修工事に係る費用でございます。 

 ２目教育振興費、支出済額９４８万４４６円。山田小学校教育振興事業（教育総務課

配当分）５８８万１千３５６円。１３節使用料及び賃借料５０１万２千８５６円は、パ

ソコン機器の賃借料で、タブレット端末児童用６１台、教師用１６台、校務用パソコン

１２台となってございます。 

 次の山田小学校教育振興事業（学校配当分）は５７万９千９３１円です。 

 次の１５８、１５９頁をお願いいたします。 

 山田小学校就学援助事業２４１万４千５３９円は、要保護６人、準要保護２８人、計

３４人に対する就学援助を行っています。 

 内訳としては、医療費扶助５名、学校給食費扶助２８名、校外活動費扶助２６名、新

入学用品費扶助４名、修学旅行費扶助６名、通学用品費扶助２６名、学用品費扶助３０

名となっております。 

 次の山田小学校支援学級事業は１３万７千２０７円でございます。その次のＩＣＴ教

育振興事業４６万７千４１３円。１７節備品購入費１７万９千５３２円は、教材用備品

として、デジタルカメラ、教職員用の椅子などの購入費用でございます。 

 ４項中学校費、支出済額４千５４６万２千１９０円。中学校は生徒数３０４人、通常

学級１０学級、支援学級２学級となってございます。中学校費についても、磯長小学校

費及び山田小学校費と同様になりますので、主だった内容を中心に説明させていただき

ます。 

 １目学校管理費、支出済額２千６０６万６千２６３円。中学校運営事業（教育総務課

配当分）４４８万２千３１９円。１０節需用費の消耗品費では、両小学校と同様に、新

型コロナウイルス感染症対策に必要な物品を購入しております。中学校運営事業（学校

配当分）４２７万３千４８９円。 

 次の１６０、１６１頁をお願いいたします。 

 １７節備品購入費では、校用備品として机、資料戸棚等の購入を、また図書購入費で
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は、２９５冊の図書を購入してございます。 

 次の中学校施設維持管理事業（教育総務課配当分）８７７万７千３６２円。１４節工

事請負費では、キュービクル内緊急改修工事及びプール日除け工事等を行ってございま

す。 

 次の中学校施設維持管理事業（学校配当）８５３万３千９３円。１０節需用費の修繕

費６９万５千７９９円は、輪転機、草刈り機、楽器等の修繕費等でございます。 

 ２目教育振興費、支出済額１千９３９万５千９２７円。中学校教育振興事業（教育総

務課配当分）９２８万７千８９４円。次の１６２、１６３頁をお願いいたします。 

 １３節使用料及び賃借料６４４万６千４０円は、パソコン機器の賃借料等で、タブレ

ット端末児童用１２６台、教師用２８台、校務用パソコン２８台となっております。 

 次の中学校教育振興事業（学校配当）は１３４万４千９７８円です。次の中学校就学

援助事業８０３万７千１２３円は、要保護４人、準要保護６２人、計６６人に係る就学

援助を行ってございます。 

 内訳としては、医療費扶助１名、学校給食費扶助５８名、校外活動費扶助３２名、新

入学用品費扶助２２名、修学旅行費扶助２４名、通学用品費扶助４４名、学用品費扶助

６１名、通学費扶助１名となっております。 

 その次の中学校支援学級事業１３万５千６００円。１７節の備品購入費では、スクー

ルタイマー、充電用クリーナー等を購入してございます。 

 次のＩＣＴ教育振興事業費５９万３３２円。１７節備品購入費２６万１千２７７円は、

教材用備品として、ディスプレイスタンド、液晶テレビ、デジタルカメラなどの購入を

行ってございます。 

 次に５項幼稚園費、１目幼稚園費、支出済額８千３２１万８千５７円。町立幼稚園の

園児数は３歳児８人、４歳児８人、５歳児１４人で、全体で３０人となっております。

幼稚園運営事業（教育総務課配当分）１千６１万９千１９３円は、次の頁をお願いいた

します。 

 会計年度任用職員３名に係る報酬や複写機賃借料など、幼稚園運営に要する経費で、

１８節負担金補助及び交付金は、幼児の体力向上のための運動器具や遊具等の購入及び

質の高い幼稚園教育を目指す研修講師謝礼等に対する特色ある学校づくり補助金等でご

ざいます。 

 次の幼稚園運営事業（幼稚園配当分）２７０万８千３９３円は、消耗品費、電話料、
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備品購入費など、幼稚園運営に係る経費で、１７節備品購入費では、園用備品としてデ

ジタル体重計等の購入を、また、図書購入費として絵本２９冊を購入しております。 

 １８節負担金補助及び交付金の副食費補助９８万３千９０円は、幼児教育無償化に関

する施策として実施している町立幼稚園給食の副食費分の無償化に要する経費で、給食

実施日数１４１日、延べ４千１９０人分の助成を行ってございます。 

 次の幼稚園施設維持管理事業（教育総務課配当分）１５０万６千５６０円は、次の１

６６、１６７頁をお願いいたします。 

 清掃・設備保守・機械警備に係る委託料で、施設の維持管理に要する経費となってご

ざいます。次の幼稚園施設維持管理事業（幼稚園配当分）１３７万６６４円は、光熱水

費など、施設の維持管理に要する経費で、１０節需用費の修繕費１６万７千３２０円は、

非常灯の取替等の修理費でございます。 

 次の預かり保育事業（教育総務課配当）１８９万３千５４０円は、預かり保育の講師

２名分の報酬でございます。預かり保育は、月・火・木・金は午後２時から５時、水曜

日は午前１１時３０分から午後５時、また、長期休業期間中は、午前８時３０分から午

後５時の実施としており、令和５年度利用園児数は、延べ２千４６１人となっておりま

す。 

 次、６項社会教育費、支出済額４千８５３万７５８円。１目社会教育総務費、支出済

額３８９万８千１１７円。社会教育振興事業１６万２千４０９円は、社会教育委員７名

の報酬や、各種団体等負担金などでございます。 

 その次、社会教育団体育成事業１５７万１２２円は、ＰＴＡ連絡協議会及び地域婦人

会への活動補助金と、文化・スポーツ活動活性化補助金５５団体分１０８万８千８００

円となってございます。 

 次の青少年健全育成事業１９２万３千３７３円は、青少年指導員の報償費やふれあい

ＴＡＩＳＨＩ実行委員会への補助金などでございます。 

 次の頁、１６８、１６９頁をお願いいたします。 

 二十歳を祝う事業２４万２千２１３円は、二十歳を祝う会の開催に係る経費でござい

ます。 

 なお、成人対象者は１５９名で、うち式典出席者は１２８名、参加率８０.５％とな

ってございます。 

 ２目生涯学習センター費、支出済額４千４２１万８０９円。生涯学習センター運営事
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業１千１７２万３千２６４円は、生涯学習センターの会計年度職員の報酬や、１２節委

託料の太子の森だよりの各戸配布に要する費用、また、１３節使用料及び賃借料のＡＥ

Ｄの賃借料など、生涯学習センターの運営に要する経費でございます。 

 なお、令和５年度末の生涯学習センターに活動登録されている団体数は６７団体とな

っております。 

 次の生涯学習センター維持管理事業８６２万４千１５８円は、光熱水費や設備保守委

託料等、生涯学習センターの施設維持管理に要する経費でございます。 

 次の生涯学習センター活動事業７１万７千３３６円は、次の頁、１７０、１７１頁を

お願いいたします。 

 各種文化教室と夏休み子ども教室等講師謝礼、文化連盟への補助金などでございます。

図書館運営事業１千４３４万５千１１８円は、司書３名と受付事務４名の会計年度任用

職員の報酬など、図書館の運営に要する経費でございます。 

 その次、図書館維持管理事業８３２万２千３０１円は、図書館運営に必要な図書貸出

システムの設備保守委託料など、図書館の施設維持管理に要する経費で、図書購入は２

千７５８冊、寄贈１千９５３冊、廃棄や無料配布等による除籍２４５冊により、令和５

年度末現在の蔵書数は、５万５千１４８冊となっております。また、利用登録者は４千

７４１名、貸出冊数は４万３千２４９冊となってございます。 

 次の文化祭事業４７万８千６３２円は、文化祭に使用するパネル等の設営、撤去、警

備委託料などの経費でございます。 

 ３目公民館費、支出済額２３万８千２２０円。 

 次の１７２、１７３頁をお願いいたします。 

 公民館維持管理事業２３万８千２２０円は、公民館の解体撤去工事までの電気料とエ

レベーター設備の保守に関わる経費でございます。 

 ４目人権教育費、支出済額１８万３千６１２円は、人権教育事業で、解放新聞の購読

料、また、人権作品コンクールを主催する人権教育推進協議会への補助等でございます。 

 次の７項保健体育費、支出済額２億３千６０８万４７２円。１目保健体育総務費、支

出済額１千２９６万５千３０４円。総合スポーツ公園運営事業９８８万２千１８９円は、

スポーツ公園の会計年度職員の報酬等でございます。 

 その下、スポーツ推進事業３０８万３千１１５円は、スポーツ推進員８名の報酬やス

ポーツ教室の講師謝礼、学校プール開放事業委託料、体育連盟への補助金等でございま
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す。各種教室等については、春季・秋季スポーツ教室の６教室と、子ども向けの夏休み

サマーチャレンジを５教室開催いたしました。１２節委託事業の各参加者は、総合スポ

ーツ大会で５８１人、トレーニング講習会で９０人、学校プール開放で８３６人、スポ

ーツ講習会で６名となっています。 

 次の１７４、１７５頁をお願いいたします。 

 ２目体育施設費、支出済額６千６７６万６千８６２円。総合スポーツ公園維持管理事

業で、スポーツ公園の警備、清掃作業員の報酬や電気代、修繕費及び設備の保守委託料

等、スポーツ公園の維持管理に要する経費でございます。 

 １４節工事請負費４千３２８万３千９００円は、老朽化した総合スポーツ公園の設備

改修工事で、９６灯のグランド照明灯の改修等に係る工事費、また、１７節備品購入費

２１５万４千７９０円は、体育館の開館当初からトレーニング室に設置しているトレー

ニングステッパー２台の更新に係る購入費でございます。 

 ３目学校給食費、支出済額１億５千６３４万８千３０６円。 

 次の１７６、１７７頁をお願いいたします。 

 学校給食運営事業１億１千６８４万７千６４９円は、学校給食運営委員会経費や、給

食業務委託料等、学校給食の実施に係る経費でございます。１８節負担金補助及び交付

金の学校園給食費保護者負担金補助金４千４８１万３千８００円は、令和５年度から実

施しております町立の幼稚園及び小中学校の学校給食費の無償化に伴うものでございま

す。 

 なお、給食実施回数は、小学校が１８８回、中学校１年生が１６７回、２年生が１６

９回、３年生が１６８回、幼稚園が１４１回となってございます。次の学校給食センタ

ー維持管理事業２千８７万５千７４７円は、光熱水費や設備保守委託料など、センター

の維持管理に要する経費で、次の１７８・１７９頁をお願いいたします。 

 １７節備品購入費４４万７千７００円は、調理室用食材運搬用カート及び食缶の購入

費用でございます。 

 次、８項文化財保護費、支出済額５千１７０万２千９１５円。１目文化財保護費、支

出済額３千３６０万８千９８６円、文化財保護維持管理事業６６万３千７９５円は、文

化財保護事務に要する経費でございます。 

 １２節委託料５８万５千円は、旧山田村にて、油問屋・貸銀業を営んでいた田中家に

係る文化財総合調査の一環として、建築物の実測調査及び図面作成業務に係る委託料で
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ございます。 

 次の伝統的建造物維持管理事業３２７万９千４６３円は、国登録文化財、大道旧山本

家住宅の維持管理に要する経費でございます。１４節工事請負費１８８万３千２００円

は、主屋に設置しましたエアコン機器２台の工事費用でございます。 

 次の国指定史跡二子塚古墳保存整備事業２千９６６万５千７２８円は、国指定史跡二

子塚古墳の適切な保存管理と住民の歴史学習や観光資源として活用を目指した整備に要

する経費で、検討委員会の委員報償や消耗品費ほか、次の頁、すみません、１８０、１

８１頁をお願いします。 

 １２節委託料２３６万３千９００円は、史跡整備工事に係る監督支援業務を実施して

おります。１４節工事請負費の２千７２１万６千２００円は、平成２８年度より取組を

進めております本事業における整備工事の２年目に係る経費で、主な工事内容は、墳丘

南側・西側のハニカム擁壁の設置、東墳丘及び中央部の盛土などを行ってございます。 

 なお、本整備事業は、国庫補助を活用したものであり、整備工事についても国からの

補助金を見極めながら、計画的に進めることとしてございます。 

 次、２目歴史資料館費、支出済額１千８０９万３千９２９円。歴史資料館運営事業６

５万６千６４円は、資料館の運営に要する経費となっており、７節報償費は、歴史資料

館友の会歴史講座に係る講師謝礼。 

 １０節需用費の印刷製本費は、館報２５号の印刷などに要した経費。また、１７節備

品購入費は、資料用図書等の購入でございます。 

 次の歴史資料館維持管理事業１千５５４万５千８８２円は、会計年度任用職員４人の

報酬や、資料館の光熱水費、また設備保守委託料など、施設の維持管理に要する経費で、

１２節委託料の実施設計委託料５２６万３千５００円は、老朽化した資料館の屋根、ト

イレ等改修に係る実施設計業務でございます。 

 次の１８２、１８３頁をお願いいたします。 

 企画展事業１６７万３千９４円は、昨年１０月から１２月に開催しました企画展「寒

地稲作の祖 中山久蔵」の開催に要した経費でございまして、企画展図録の印刷費４９

万５千円及び北広島市の指定文化財である美術品や古文書などの輸送委託料で７５万円

が主たる支出となってございます。 

 なお、期間中の来館者数は９４０人でございました。 

 次の郷土の偉人中山久蔵顕彰事業２１万８千８８９円は、令和５年に北広島市と連携
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して実施しました中山久蔵寒地稲作成功１５０周年記念事業に伴うもので、歴史資料館

での企画展をはじめ、８月開催の記念講演会、９月開催の記念フォーラム、１０月開催

の歴史講座の実施、また、北広島市市民ジュニア研修視察交流での小中学生の受入れや、

本町の中山久蔵顕彰会の発起人メンバーの北広島市での記念フォーラムへの参加など、

住民交流事業についても実施いたしました。 

 また、その他の広報事業として、町ホームページや、町広報紙での連載をはじめ、緑

の回廊でのパネル展示、図書館でのテーマ展示に加え、北広島市からお借りした７分間

の動画「北海道米と中山久蔵」を庁舎設置のサイネージで投影するなど、町内外への周

知を図りました。 

 主な支出の内容といたしましては、７報償費で、企画展開催に係る資料調査へのお礼、

図録への寄稿に対するお礼など、また、８旅費で、顕彰会発起人メンバーとともに北広

島市のフォーラム会場への訪問に随行する職員の旅費と、記念講演会に北広島市からお

招きしました講師の旅費を支出しております。 

 以上、歳出の説明でございます。 

 続きまして、歳入のご説明をさせていただきます。 

 決算書の２４頁、２５頁をお願いいたします。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、２目教育費負担金、１節教育総務費負担金、

収入済額３８万３千５１０円は、日本スポーツ振興センター掛金の保護者負担分で、幼

稚園児３０人、小中学生９２２人分となってございます。 

 ２６頁、２７頁をお願いいたします。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、７目教育使用料、１節教育財産使用料、収入

済額２万９千７００円は、学校、総合スポーツ公園、資料館、山本家住宅、二子塚古墳

敷地内の電柱１７本分の占用料でございます。２節保育料、収入済額６６万５００円は、

町立幼稚園で実施する預かり保育の利用料で、延べ２千４６１人が利用されました。 

 ３節生涯学習センター使用料、収入済額２０１万９千９５０円は、センターの貸室な

どの使用料等で、令和５年度の利用者は３万１千５８７人となってございます。 

 なお、行政財産目的外使用料１万６千８００円は、生涯学習センターの自動販売機設

置に伴うものでございます。 

 次、４節総合スポーツ公園使用料、収入済額８５８万６千６６０円は、総合体育館、

テニスコート、総合グラウンドの使用料等で、令和５年度の利用者は１０万１千４０１
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人となってございます。 

 なお、行政財産目的外使用料１万６千６０円は、総合体育館の自動販売機設置に伴う

ものでございます。 

 ５節文化財使用料、収入済額９万７千５１１円は、大道旧山本家住宅の入館料及び使

用料等で、令和５年度の入館者数は１千３３人となってございます。 

 なお、行政財産目的外使用料は、大道旧山本家住宅の駐車場の自動販売機設置に伴う

ものとなってございます。 

 ６節歴史資料館使用料、収入済額３６万１千４６０円は竹内街道歴史資料館の入館料

で、令和５年度の入場者数は３千１３７人となってございます。 

 それでは、３２頁、３３頁をお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、６目教育費国庫補助金、１節学校費補助金、収

入済額９２６万３千円。就学援助補助金６万９千円は、小中学校の要保護及び準要保護

児童生徒に係る就学援助補助金。学校保健特別対策事業補助金１９４万９千円は、新型

コロナウイルス感染症対策として、感染症対策に必要となる物品等の購入に係る補助金

となってございます。 

 学校施設環境改善交付金（繰越明許費分）７２４万５千円は、繰越明許を行った山田

小学校東校舎トイレ改修事業に対する交付金となってございます。２節社会教育費補助

金、収入済額１千９７万７千円は、国指定史跡二子塚古墳整備事業に対する補助金でご

ざいます。 

 ３６、３７頁をお願いいたします。 

 １６款府支出金、２項府補助金、８目教育費府補助金、収入済額８万５千円。 

 次の３８、３９頁をお願いいたします。 

 １節教育総務費補助金、収入済額２万５千円は、文化財保護事務の移譲事務に対する

交付金でございます。次の２節社会教育費補助金、収入済額６万円は、おおさか元気広

場推進事業費補助金でございます。 

 ３項府委託金、６目教育費府委託金、１節教育総務費委託金、収入済額１万２千円は、

学校基本統計調査事務委託金でございます。 

 少しまたとびますが、４２頁、４３頁をお願いいたします。 

 ２１款諸収入、４項雑入、１目雑入、２節雑入のうち、教育委員会所管の主なものに

ついてご説明申し上げます。 
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 次の４４、４５頁をお願いいたします。 

 上から７行目、「緑の募金」運動連絡調整事務費１千２００円は、募金運動に係る各

学校に対する事務連絡経費でございます。その下、オーパス登録・更新料２万４千６０

０円は、新規登録１２名分と更新者６２名分の更新料となってございます。その下、資

料館刊行物売却代２０万４６５円は、歴史資料館等で販売した冊子等の売上収入でござ

います、その下、イベント参加料４万４千１００円は、歴史資料館で開催した、まが玉

づくり体験、歴史講座などの参加費です。 

 １行とばしていただきまして、山田小学校太陽光発電売電料４万８千６２４円は、体

育館の屋根に設置している太陽光発電の関西電力からの買取収入となってございます。 

 その下、電気代、総合体育館５万４千円、歴史資料館１万８千９８２円、生涯学習セ

ンター１万３千５８８円は、それぞれの施設に設置をしております自動販売機の電気使

用量収入となってございます。 

 最後に、下から３行目は、総合スポーツ公園に設置しております自動販売機の販売手

数料３万９千５７２円となってございます。 

 以上で教育委員会所管に係る歳入歳出決算の説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○森田委員長 ただいま教育委員会関係の歳入歳出について説明がありました。ここで暫

時休憩といたします。再開は２時５分でお願いします。 

午後 １時５１分 休 憩 

                                        

午後 ２時０５分 再 開 

○森田委員長 それでは、再開いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 それでは、１４９頁の総合学校支援事業について質問させてもらいたいと思

います。 

 先ほどの説明の中では、スクールソーシャルワーカーや支援チーム、それとスクール

サポーターなど、いろんな形のスタッフが集まって事業をやられているということなん

ですけれども、具体的にはどういうふうな支援をここのチームがやられたかということ

について教えてもらえたらと思います。 
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○竹井学務指導担当課長 失礼します。スクールソーシャルワーカーとチームサポートに

対してのご質問なんですけれども、学校現場が直面している教育課題というのは多岐に

わたります。そういった中で、家庭内での問題に関して、学校だけでは解決できない問

題があります。そのようなときに、福祉的な専門的な知識を持ったスクールソーシャル

ワーカー（ＳＳＷ）を活用し、学校と連携して解決に当たっております。 

 町では、問題行動、いじめ、不登校の未然防止に取り組んでおり、ＳＳＷを交えたチ

ームで児童生徒をサポートしています。特に、アセスメントというところに重点を置い

て、問題行動が見られた場合に、今までは担任が指導して家庭連絡して終わらすという

だけではなく、家庭背景や生育歴などから、なぜそのような問題に至ったのかを検証し、

指導は誰が行って、その後のフォローは誰が行って、保護者への連絡は誰がするのか。

または専門機関へつなぐ場合はどうするのかといったことをチームで話し合ったり、対

応していく体制を整えております。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 なかなか担任の先生だけでは、子どもたちをどこまで、そういういろんな要因を聞け

たりというのがあるかと思うんですけれども、そういう専門職もついていただいて、担

任の先生とか学年主任とかも集まって、解決に向けてやっていただけたらと思うんです

けれども、今の中で、ちょっと１つ聞きたいなと思ったのが、保護者対応というんです

か、昔でいうモンスターペアレンツ的なような方が、今でもいらっしゃるのかどうか、

それに対するような対応も、こういうところでやられているんでしょうか。 

○竹井学務指導担当課長 指導に対して納得がいかないとか、そういったところで、学校

のほうへ問うてこられる保護者もいますけれども、そこに関しましても、担任だけでは

なく、主任や教頭や、そういったチーム、生徒指導担当や、そういったチームで対応し

ています。 

 以上です。 

○斧田委員 それでは、続きまして、適応指導教室のことについてなんですけれども、予

算的な部分では、２名の人件費等が組まれているということだったんですけれども、現

在の開設状況というんですか、今、週のうちどれぐらいの時間数で何日ぐらい開いてい

るとか、何人ぐらいの児童生徒が通っているとか、分かれば教えていただきたい。 

○竹井学務指導担当課長 現在の児童生徒支援教室と名称が付いているんですけれども、
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現在月曜日から木曜日まで、１０時から１４時までの開設であります。生徒数に関しま

しては６名が利用しております。 

 以上です。 

○斧田委員 現在は６名が通われているということですけれども、令和５年度の中で、そ

の教室のほうから学校とかに復帰できたというふうな事例とかがあるんでしょうか。 

○竹井学務指導担当課長 昨年度中学校２年生だった女子生徒なんですけれども、１名、

３年生になってからほぼほぼ毎日、教室のほうに入って学習しているという実績事例が

ございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 本当に頑張っていただいているということで。 

 それでは、続きまして、ＡＬＴのことについても、２人雇われているというふうなこ

とで、２人いてるんですけれども、その役割分担というんですか、どういうふうな形で

２人を使われているか、教えていただけたらと思います。 

○竹井学務指導担当課長 ＡＬＴの２名なんですけれども、１名が幼稚園、小学校、１名

が中学校勤務というような分担で分かれております。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 それと、先ほどちょっと説明していただいたときに、聞き取り逃したということだと

思うんですけれども、磯長・山田、中学校、幼稚園の児童、幼児、生徒か、磯長とか、

小学校はある程度聞けたんですけれども、山田がちょっと聞けていなかったので、改め

て申し訳ないんですが、これを３校園ですか、みんな児童数と、全クラス数、それと支

援学級数、それとあと要保護、準要保護の人数、これだけ学校ごとで教えていただけた

らありがたいんです。すみません。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 直近の児童数、クラス数でよろしいでしょうか。

それとも５年度の実績のほうですか。 

○斧田委員 そうですね。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 実績でよろしいですか。 

 まず、磯長小学校でございます。令和５年度なんですが、普通学級が１４クラス、そ

れと支援学級が４クラス、児童数については、合計にはなるんですけれども、４３６人
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となってございます。それと就学援助の関係です。磯長小学校ですが、要保護が６名、

準要保護が６８名、合計７４名となってございます。 

 次に、山田小学校の学級数、クラス数でございます。普通学級が７クラス、支援学級

が３クラス、児童数合計１８２名となってございます。それと、就学援助の関係です。

令和５年度の要保護が６名、準要保護が２８名、合計３４名となってございます。 

 次に、中学校です。普通学級１０、支援学級が２クラス、生徒数合計３０４となって

ございます。それと就学援助の関係で要保護は中学校が４名、準要保護が６２名、合計

６６名となってございます。 

 それと幼稚園でございますが、３歳児が８名で１クラス、４歳児８名１クラス、５歳

児が１４名、１クラスとなってございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 改めてちょっと、このクラス数とか、児童生徒数を見ると、いっときのことを思うと

かなり本当に太子町の子どもらの人数というのは減ってきているかなというふうなイメ

ージで受け取りました。その割にというんですか、これもイメージなんですけれども、

要保護であったりとか、準要保護の児童生徒数が多いというふうなことで、やっぱり、

そういう経済的な理由というんですかね、そういうふうな部分で困られているというふ

うな相談を教育委員会のほうで受けたりすることはないでしょうか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 要保護、準要保護、いっときに比べますとやはり

人数が増えておる状況でございます。例えば学校を通じて、それと直接教育委員会の窓

口で、いろんな就学援助の相談というのは、やはり、そう多くはないんですけれども、

やはり来られて、いろいろ事情を説明されて、内容の確認を行ったりといった窓口業務

もさせていただいている状況でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 本当に厳しい時代というか、子どもたちを大切にしないといけないんですけれども、

親の環境というのも非常に厳しい時代なので、よろしくお願いします。 

 それでは、続きまして、１６７頁の青少年指導委員のことについて教えていただきた

いと思います。 

 今、青少年指導委員は大体何名でやって、活動の内容というんですか、それはどうい

うふうなことをやられているかというのを教えていただけたら。 
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○松岡生涯学習課長 青少年指導委員のまず人数ですけれども、令和５年度末で現在１５

人おられます。定員は２５人以内ということなんですけれども、実際どういうような活

動をしているのかといいましたら、例えば、子どもたちに対する遊びの授業であったり、

あと、就業後の例えば夏休み等休暇期間の間の夜間の巡回等、あと、例えばふれあい太

子での子どもたちに向けた事業をビンゴをやっていますけれども、させていただいてい

るというような状況でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 青少年指導委員というか、年齢的にはどんなもんなんでしょうか、新しいそういう人

材が入ってきたりとかというふうなことはいかがですか。 

○松岡生涯学習課長 今のところ年齢的に平均年齢で言いますと、やっぱり５０歳を過ぎ

ている状況にありますです。ですので、ちょっと若い人材と言いましたら、例えば３０

代とか、４０代とかになろうかと思いますが、それは次代を担う方になると思うんです

けれども、ある意味、リーダー会というのもございますので、そのあたりも絡めながら

青少年指導員の育成に努めていけたらなというふうには考えております。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 ちょうど今出てきましたリーダー会というのが出てきたんですけれども、そちらのほ

うについても、ちょっと概要というんですか、教えていただけたらと思います。 

○松岡生涯学習課長 リーダー会の活動でございます。リーダー会につきましては、心身

ともに健全な青少年の育成と交流を目的に、町内在住・在勤の中学生以上の者で構成さ

れた、自主的なボランティア団体でございます。主に野外活動を中心に、小学生を対象

とした事業を実施しておりますということで、会員には中学生、高校生等も含めた青少

年の方が担っているということでございます。 

 基本的に会員数ですけれども、今現在リーダー会につきましても、なかなか人数が減

ってきておりまして５２名です。昨年度と比べて若干減っています。内訳はリーダー会

に入っておられますけれども、現在もう社会人になられた方が１４名、大学生が９名、

高校生が１８名、中学生が１１名となっております。 

 また、例えば、コロナウイルス感染症の関係で、新たなリーダーがなかなか育ってい

ないという状況もございます。その中でどういうふうな形でこのリーダー会を進めてい

くかというのは、課題ということで捉えております。 

 実際どういうような活動をしているのかといいましたら、野外活動ですけれども、主
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にサマーキャンプをさせていただいています。サマーキャンプのほか、冬場には、かま

どで茶会、大道旧山本家住宅を活用した、かまどで茶会であったり、もしくは、トナカ

イのクリスマス会ですけれども、開催して子どもたちの遊び場所というんですか、教育

というんですか、いろいろ学んでいただける場をつくってもらっているというような状

況でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 すごくこれから先の太子町を支えてくれる、いい人材になるんではないかというふう

に思いますので、リーダー会というんですか、コロナに負けないで活動のほうを頑張っ

ていただけたらと思います。 

 一応、私のほうからは以上です。 

○森田委員長 ほかにどなたかございませんか。 

○建石委員 ９月に入って、９月１日が防災の日、また、９月は防災月間ということなん

ですけれども、各校園における防災教育、並びに避難訓練といったやつもまだされてい

るのか。そして教職員の方々に対する研修、講習もあるのか、その点、お聞きしたいん

ですが。 

○竹井学務指導担当課長 府からの事業で、防災アドバイザー事業というものがありまし

て、そこに毎年太子町のほうは申し込んでおります。今年度も防災士さんがやってきて

いただいて、太子町の取組に対して検証などを行っています。 

 避難訓練に関しましても、各校２回実施しておりまして、５月で火災、基本的に１２

月１月で、地震、小学校におきましては、引渡し訓練も兼ねて行っております。 

 以上です。 

○建石委員 ちょっと教育委員会にお聞きしたいんですけれども、ＡＥＤの配置、各校園

に何個ずつとか、総合スポーツ公園とかは、また、資料館とか教育施設に対してどれく

らい配置されていますか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 まず、私のほうから、各学校園の配置状況でござ

いますが、各学校園に１台ずつ、ＡＥＤのほうは配置させていただいておる状況でござ

います。 

 以上です。 

○松岡生涯学習課長 生涯学習課所管の各施設につきましては、各施設ごとに１台ずつＡ

ＥＤを配置しております。 
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 以上でございます。 

○建石委員 これにおいて、その点検なり、使うのは恐らく施設の方々だと思うし、教職

員の方々と思うんですけれども、これに対して、その周知、研修は毎年行われています

か。 

○竹井学務指導担当課長 ＡＥＤの研修につきましては、６月頃に消防士、消防署さんを

招いて、各校でＡＥＤの研修を毎年実施しております。 

 以上です。 

○建石委員 もう一つなんですけれども、最近また不審者に対して学校サイドとしては、

どういった意識、あるいは生徒たちに教育といいますか、周知徹底を当然通学なんかに

おいて、注意喚起をされていますか。 

○竹井学務指導担当課長 まず、校門の鍵をきちっと閉めるということと、インターホン

で来た者に対して、名前とどういった者かというものをきちっと確認することを、職員

の間で徹底しております。あと、さすまたを２本常備して、不審者に対する研修等も行

っております。生徒に関しましても、避難訓練とか、そういったところで同じような形

で不審者に関しても周知、危機管理のほうを伝えている状況でございます。 

 以上です。 

○建石委員 これは要望なんですけれども、生徒に対してやっぱり地域の皆さん方が見守

り隊とか青パトとかで一生懸命、子どもたちのために頑張っていただいているというこ

とも周知していただくようにお願いしておきます。 

○森田委員長 ほかにどなたかございませんか。 

○村井委員 これ決算書の補助金の中で、特色ある学校づくりという補助金、これは以前

からずっとあるメニューやと思うんです。この補助金を申請していただくというところ

で、各校の特色、両小学校、中学校、幼稚園までの特色、ちょっと、ざくっとでも分か

れば、どういう特色が、また、山田と磯長とまた、こういうふうに違ったりとか、また、

中学校はこういうのがありますみたいな、もし分かるようやったら、分からなかったら、

また後でも。 

○竹井学務指導担当課長 特色といたしましては、まず、中学校は部活動があるというの

が１つ大きな特色となっております。あと、全体的には令和４年度より、幼小中一貫教

育ということで、非認知能力の伸長という非認知能力を柱にした、研修等を各幼小中で

行っているところです。 
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 以上です。 

○村井委員 特色はやっぱりさっき建石委員がおっしゃったように、地域の特色というの

もあるんでしょうし、やっぱり太子町が目指す方向の中のよその自治体とまた違う特色

を出していくというのが、１つの狙いやと思いますし、そこで、予算書のこの次１７３

頁のところのスポーツ推進事業、この中でなってくるんかなというのが、いろいろ生涯

学習の中での子どものスポーツクラブチームというか、部活動ではないけれども、野球

クラブとか、サッカークラブとか、いろいろあるかと思うんですけれども、そこのクラ

ブの運営の状況、一時期みたいにやっぱり野球とかが盛んな時代もありましたけれども、

今は逆にサッカーのほうが何か人気があるとか、そういう状況を、ざくっとでも把握さ

れてたら教えていただけませんか。 

○松岡生涯学習課長 スポーツ推進事業の中で、スポーツクラブ一覧ということでお答え

させていただきます。 

 種別、青年、成人、高齢者とございます。その中で、少年につきましては、今、剣道、

サッカー、バスケットボール、バレーボール、空手、陸上でございます。成人につきま

しては、硬式、軟式のテニス、卓球、バドミントン、バレーボール、インディアカがご

ざいます。高齢者につきましては、ゲートボール、グラウンドゴルフ、クロリティ、ス

カイクロス、このようなクラブが活動されているというような状況でございます。 

○村井委員 今おっしゃったように、今、少年のところでは野球というのが、太子町には

歴史あるそういう野球チームがあったんでございましたが、今は単独でなかなか運営す

る、少子化の中、また競技人口の減少というたところで、なかなか難しいというたとこ

ろで、合同でされているとは聞いているんですけれども、それに基づいて、中学校の今、

特色は部活動というご答弁やったんですけれども、中学校の部活動の、野球にかかわら

ず、ほかのスポーツクラブも含めたところの運営状況というのはどうなんですか。 

○竹井学務指導担当課長 中学校の部活状況なんですけれども、まず１つは、全校の生徒

数が非常に減ってきているという状況がございます。その中で、５年ぐらい前は１４ク

ラブあったんですけれども、１４クラブで３００人を今切っている状態なので、そこを

割り当てるという形で、どんどん１つのクラブに加入する生徒数も減ってきていますし、

また、教師の中でもやっぱり働き方改革という観点から、やはり土曜日、日曜日に部活

動に就けない教師も増えておりまして、そこでやはり３人、４人体制、そういったもの

をしいていくという形で、今進めておる状況なんですけれども、やはり、多くの競技人
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数を要する部活動に関しては、人数がやはりなかなか集まらない状況があるというのが

現状でございます。 

 以上です。 

○村井委員 おっしゃったように、例えば単独でできるスポーツもあれば、団体で複数名

でやるスポーツもある中で、なかなか複数名を１チーム単独でやろうと思ったら、なか

なか難しいかと思うんです。ただやっぱりその難しいからではなくて、それではスター

トの時点の、今日ちょっと午前中聞こうかなと思ったけれども、毎年聞いているからも

うええかと思っていたんですけれども、やっぱり違う角度から聞いたら、やっぱり学校

でのボール遊び、全てそこから始まると私は思うとるんです。ボール遊びしたときに、

おまえ速い球投げるな、うまいこと蹴るな、うまいことトス上げるなみたいな、そこか

ら次のクラブのところにステップアップしていく。 

 やっぱり今ちょっとおっしゃった中に、もうどうも環境としては、競技人口がそれは

減るやろうというような環境があるという。だけど、それではあかんやろうと。例えば、

今、オリンピックは終わりましたけれども、今パラリンピック開催中で、オリンピック

のときでも、もう感動とやっぱり憧れ、パラリンピックでも懸命に頑張ってる姿を見た

ら、やっぱり励まし合えるという。やっぱりそういうところで、オリンピックの競技で

も多様な、多種多様な競技が出ていますけれども、その中でも、さっき言った主要な競

技のところの競技人口を確保して、何とかやっていかなあかん。そういう学校でのボー

ル遊びってすごく重要ではないかなというふうなところのことを、私は考えているんで

すけれども、その辺のお考えは、ボール遊びというところの考えを教えていただけませ

んか。 

○竹井学務指導担当課長 昔は、そういったボール遊びから、野球であったりとか、サッ

カーであったりとか、そういう憧れを持って中学校に入ったら野球部に入るとか、そう

いった思いがあったと思うんですけれども、小学校の昼休みとか、そういった放課後の

学童の様子とか見ていましても、ドッジボールであったりとか、そういったボールに使

う光景などは、各小学校では一定見られているかなとは感じておるところです。 

○村井委員 太子町には、もう私が名誉球技と言っていいほどの玉入れという競技があり

ましてね、昔は太子町民やったら、玉入れはそんなもん、もうけんか腰でやるぐらいの

玉入れなんですよ。だけど、昔の方は玉入れ下から上げていたんですよね。この前、小

学校の運動会とき見たときに、みんな上から投げるんですよね。これはやっぱりジェネ
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レーションギャップなんか、それを見ているのか、見てないのか、全然違うねんなみた

いなね。 

 私らは小さい頃からおっちゃん、兄ちゃんがみんな町民体育祭で、玉入れ、そんなも

ん鉢巻き巻いて、そんなもんやるぞみたいなんやったら、うまいこと下から入れる人い

てはるんですよ。それを見て育ったから、やっぱり玉入れは下なんやろなという感覚が

あるんですけれども、やっぱそういうところの一番最初のボールで遊ぶというようなと

ころから、全ての生涯学習のスポーツというところから始まってくる。その中に私はこ

れするよ、あれするよというところが出てくる。選択肢が今度は幅が広がってくると思

うんでね。 

 できるだけのことも、安全上のこともあると思うんですけれども、やっぱりボール遊

びというたところのことの確保というのは、しっかりしてもらえますようにお願いして

おきます。 

 続けてよろしいですか。 

 あと、ちょっとこれ細かいところなんですけれども、１５９頁のバス借上料という項

目各小学校、中学校、ほかの決算書の中にもあるんですけれども、このバス等借上料は

どういうバスの使用、借り上げなんか、また「等」のところなのか、教えていただけま

せんか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 各学校園バス等の借上料を計上させていただいて

おりますが、これにつきましては、各学校園とも支援学級におけるなかよし作品展、こ

れはすばるホールで開催されるんですけれども、ここにバスを利用して参加されるとい

った内容のバスの借上料となってございます。 

 以上です。 

○村井委員 これは、次のところのを見たら３千４４０円というバス借り上げになってお

るんですね。これはどんな。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 このバスの借上料につきましては、児童がけがを

したときに、搬送する際に利用したバス等の借上料という名目で金額を上げさせていた

だいております。 

 以上です。 

○村井委員 すばるホールまでということで、これ、例えばの話ですけれども、これ遠く

でも近くでも、今、公共交通新しいバスが２台入りました。予備車として茶色いバスが、
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茶色いバス言うたらあかん、前まで走っていたマイクロバスが今車庫にずっと予備車と

して待機したままになっていると。例えばそのすばるホールまでの往復であのバスを利

用させてもらう。これはもしくは協議会のところももちろんあるのは分かると思うんで

すけれども、そういうところのことをうまいこと使えたらいいのと違うかなと思うんで

すけれども、その辺はいかがなものなんですか。 

○杉山企画担当課長 バスのことですので、私のほうからお答えさせていただきます。 

 今現状、新しいコミュニティバスのほうが本町バスが２台走っていまして、予備車と

して、おっしゃるとおり、委員おっしゃるとおり、元々のマイクロバスを予備車として、

３か月に一遍の法定点検のときには、あちらの茶色のバスを予備車として使うような形

で今考えております。 

 ご質問ありました支援学級のすばるホールへの、こういう形のバスの使用のほうにつ

いては、一応予備車として近畿運輸局、大阪運輸支局のほうには、マイクロバスのほう

を登録しておりまして、問合せのほうは一応させていただきました。回答のほうとして

は、確か、予備車として登録はしているので、常に故障、本町バスの故障等々、何かあ

ったときの予備車ということで登録しているので、使えるようにはしておいてほしいと。 

 ただ、公用車として使うということに関しては、一定その辺は計画的に使っていただ

くことは構わないということでは言っていただいているんですけれども、あとは、その

あたりの公共交通事業としてのバスの使用と、公用車としてのバスの使用というところ

の、使用用途の検討のほうももちろん必要ですし、あとは今予備車として使っておりま

すけれども、実際、２０年たっているものということもありまして、すばるホールぐら

いでしたらあれなんですけれども、やっぱり遠くへの例えばちょっとバスを走らせたり

とか、そういうところになってきますと、またそのあたりの、今、経年劣化している部

分のバスの使用というところもありますので、そのあたりも考える必要あるのかなとい

うところで、またこれは検討材料にはなるかなと思っております。 

 以上です。 

○村井委員 今、課長からご答弁いただきましたように、これはもうちょっと検討してい

ったら、こういうところ、私も決してそのバスに乗って、例えば東京まで行くとか、九

州まで行くとか、現状の２０年頑張ってくれたバスを、そこまで酷使してええんかいと

いうのもありますけれども、やっぱり車両というのは、定期的にやっぱり動かすことに

よって、何とか長もちというんか、ずっと止まったままで３か月に１回、定期点検のと
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きに代わりに走るということもあるんかもわかんないですけれども、やっぱり近いとこ

ろで、万が一、のってこバスのところに異常があったというところであったら、例えば

今聞いているところではすばるホールぐらいやったら、多分３０分もかからんうちに、

そこの現場には代替として走ることも可能でしょうし、できるところからやっていくこ

とによって、教育委員会、総務のところと協力して、住民さんも、ああうまいこと運用

しとんなと。ただ、新しいバス買うただけではなくて、やっぱりそういうところの違う

活用方法で、うまいこと使って全体の公共交通網を整備しているんやなというところが

やっぱりよう分かると思うので、うまいこといけるように前向きに検討してもらいます

ようにお願いしておきます。 

○杉山企画担当課長 あともう一つ、細かい話なんですけれども、今のお話の中で、１つ

ちょっと懸念点があるのが、バス借上料というのは基本的に運転手つきということで、

バスと運転手、ワンセットで一応借上料という形になっていると思うんですけれども、

あとこの公用車を、では誰が運転していくのかというところの懸念点もちょっとあるか

なというところで、ちょっと付け加えさせていただきます。 

○西田委員 今のちょっとお尋ねしたいんやけれども、私の子どもが小学校のとき、けが

をしたら、「等」にそれが含まれているかちょっと教えていただきたいけれども、先生

の車で病院に行くというのがあって、それだけ何とかしてくれというのがあって、役場

の公用車を学校のところに置いておいてほしいなぐらいの話があったんですけれども。 

 そういうふうに何かあったらということもあるので、それでいくと、この「等」は、

借り上げるんやから、バスではないのも借りられるということでいけば、そういう病院

に連れて行くのに、タクシーで連れていくことにも使えるお金ということですか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 通常、公用車が空いておれば、すぐに公用車の貸

出しはさせていただくんですけれども、空いていないといったこともございます。そう

いったときにタクシーを利用して病院に搬送するといったこともありますので、タクシ

ーも利用できるといった形になってございます。 

○西田委員 そういう中で、もう先生の車で連れていくということは、なくなっているん

ですか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 今は、学校の先生が送っていくといったことは、

もうほぼないといった形で聞いております。 

○西田委員 では、違ったことで、会計年度任用職員さんやったかな、中学校の図書室に
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司書さんを１人置いているというのは聞いたんですが、では小学校には置いていなくて、

そこの中学にいてる司書さんは、中学校でそれでは何をなさっているのか、ちょっと教

えてください。 

○竹井学務指導担当課長 町に置いていただいている図書司書さんは１名です。月曜日、

木曜日が磯長小学校、水曜日、金曜日が山田小学校、火曜日が中学校という形で勤務し

ていただいております。小学校においては、読み聞かせをしていただいたり、授業など

で必要となる本などに関しましては、町や府営の図書館と連携して、必要な本を調達し

ていただいたり、あとは管理をデジタル化して整理していただいたり、あとは読書の啓

発推進に努めていただいております。 

 以上です。 

○西田委員 そんな中でここの図書館との連携、子どもたちをここに連れてくるとか、図

書館の司書さんが来るとか、何か子どもたちに、楽しい本を紹介するとかの、何かここ

の図書館ができるときに、そういうこともしますと言っていたような気がするので、連

携はどうなっているんですか。 

○竹井学務指導担当課長 小学生等を生涯学習のほうの図書館に連れてくるとか、そうい

った事例はまだ私のほうでは聞いていないです。あと先ほども言いましたとおり、本が

足らないことに関しての本の貸出し等の、本のやり取り等は行っていただいている状況

です。 

 以上です。 

○西田委員 うちそんな大きな町ではないので、２つの小学校で１つの中学校、なんやっ

たら幼稚園もなんやったら保育園もと思ったときに、もう少し身軽に、ここの生涯学習

センターの司書さんも動けるようにしてもらいたいなと思いますし、夏休みとかどうか

分かりませんけれども、今ちょっとこういう工事しているから、子どもたちの姿が見え

にくくなったのかもしれませんけれども、いや、子どもがいっぱい来て、何かにぎやか

で役場、いいなと思っていたら、どうも気がつくと山田小学校の子しか来ていないよう

な気がして、それを聞いたら、小学校区が違うから、磯長の子は来られへんねんという

話を聞いて、ではそれはと思うんやけれども、そういう学校の指導であって、でも、こ

の道挟んで前が磯長小学校でも、校区が違うと言うたら、保護者と来なあかんとか言う

ねんけれども、やっぱり生涯学習施設でしょう。 

 大人の目があるというとあるし、遠くて来えへん人は山田でも磯長でも来えへんと思
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うけれども、近くの子が来るのが、校区が違えば制限されているというのは、どうなん

ですか。 

○竹井学務指導担当課長 正直、私どもも校区が違ったら行けないという事実は知らなか

ったんですけれども、もちろんそういうことがないように、磯長の子も、住所が山田で

ある生涯学習の図書館等を利用できるような形で、また委員会のほうからも助言のほう

をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○西田委員 それと同じように、今度は山田地域には、昔やったら田んぼで言っていたよ

うなボール遊びができたのかもしれませんけれども、なかなかできなくて、小学校では、

小学校に通っている子は、放課後使ってくれてもいいですよみたいにはなっているみた

いだけれども、磯長は今度、上のグランド、授業さえやっていなければボール遊びがで

きるではないですか。ところがまた、ここも山田小学校の子は行かれへんという。こう

いう何やろう、危険性とかもいろいろあると思うんですけれども、町の施設を片方が使

えて、片方が使われへんという状況、全体的に見て考えていただけたらと思いますので、

それはよろしくお願いします。 

○村井委員 ちょっと今の太子の森に関連してなんですけれども、私も前、以前から言っ

ていますように、子どものにぎわいはこの町のにぎわいのバロメーターやというような

ことで、特に私、太子の森をよその自治体の関係者の方にご説明するときに、生涯学習

センターを建てただけではなくて、すごく子どもたちが集ってくれる。またそこで勉強

したり、いろいろ友達と遊んだり、図書でやったり、また高学年になってきたら、しっ

かりと勉強するというような、すごく建ててよかったなと思っている。これから有効な

エリアになっていくんではないかというようなところのことを、よくお話しするんです

けれども。 

 今おっしゃっていたように、あそこの、何というかな、入ったところのスペース、あ

そこで宿題したり、おしゃべりして、おやつ食べている子もいてたりということで、す

ごくうまいこと使うてくれてあるなというたところのことが、あれもこれから太子の森

を未来、将来、利用者、図書館利用者になったり、また、そこで生涯学習のそういう太

子の森を利用していこう、もしくは総合体育館のほうで、もっと広いところでやろうよ

とかいうところのことになるきっかけが、あそこにあると思うんですよ。あそこからも

っと身近に太子の森、もしくは太子町役場をもっと身近に考えてもらって、まちづくり
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の中にいろんな意見を頂戴というようなところがある、すごくあそこは重要なところだ

と思うので、今、西田委員がおっしゃったように、山田の子はもちろん来やすいと思う

けれども、やっぱり磯長小学校の子も、近所に住んでいて、あそこは行かれへんねんと

いうことがないようにだけ、私からもやっぱり、もっとにぎやかな、今工事をやっても

らっていますけれども、場所になったら、太子町も変わってくるんかなと思いますので、

よろしくお願いしておきます。 

 続けて、さっきのバスのところで、ごめん、ちょっと最後漏れたんですけれども、今

現行、のってこバス、もしくは近鉄バスが走っていただいていますけれども、前から、

以前から言っている、あのバスをスクールバスとして、通学バスとして、バス通学を可

能とするというふうなお考えは、現時点ではないんですか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 スクールバスではございますけれども、一応文科

省が定める公共交通の適正配置というのがございます。その中で、スクールバスの利用

等通学実態の多様化を踏まえまして、従来の通学距離の基準、これが小学校４キロ以内、

中学校６キロ以内というふうな位置づけがございます。一応この基準にのっとりまして、

スクールバスを配置する、しないという基準のことを検討はしていかなあかんのかなと

いうふうには考えておるんですけれども、まず、そうなってくると、のってこバスのほ

うの利用をするかしないかというところよりも、まずはこの基準４キロ、６キロといっ

たここの基準をまずは重視させていただいて、必要性を今後検討していきたいなという

ふうに考えてございます。 

 以上です。 

○村井委員 文科省の基準というのは基準でね、基準で、基準なんです。だからやっぱり

そこのところは、私は前から各先生方、いろいろ質問されていた通学路の危ないという、

例えばもう逆に言うたら、一方通行にするや何やいろいろ対策をされていましたけれど

も、根本的にそこは歩かんようにしたらいいのと違うかと、という考えもあるんですよ

ね。 

 ただ、これはやっぱりある程度の一定基準を定めやなあかんと。ただこれは、国の基

準なので、全国の団体全てなんですよ。面積どれだけ広くてもそうなんです、どれだけ

小さくても、４キロ行ったらもう隣町まで行ってしまうでという町もあると思うんです。 

 だから、そこのところは、あくまでも基準であって、現状の地理的な道路環境、もう

一つ言うたら、今の公共交通のバスの状況、乗ってくださいと言っているのに、いや、



－１７２－ 

駄目なんですという状況なんですよね、今。 

 さっきも言っていますけれども、これも、子どものバスを乗せるということは公共交

通をこれから成長に従って使っていく中で１番最初のステップなんですよ。今例え話を

言います。大阪市内に引っ越してきたら、バスどうやって乗るんですよ。バス乗ったこ

とないので、バスの要らない生活をされているので、田舎へ来たらバスはどっちから乗

るか、この回数券って何かと。現金要るのかと。僕交通系ＩＣカードしか持っていない

でみたいな。 

 だからやっぱりそういうところの社会の中のただバスに乗って通学するんではなくて、

バスの中の車内のマナー、モラルとか、そういうのも学ぶ、もしくは、これから社会と

いうのは、公共交通の利用の促進とか、ましてや、これ、総務のところではバス乗って

ください、パス乗ってくださいと言っているんですから、やっぱりそういうところのバ

ス活用というのを、これはあってもええかと思うので。前向きに検討してもらいますよ

うに。あくまでも基準なので、多分文科省に聞いたら、基準ですと言わはると思います。 

 以上です。 

○嚨本委員 １７５頁、総合スポーツ公園維持管理事業のところなんですが、住民さんか

らお話がありまして、総合体育館を予約、数か月前になるんでしょうね、取っていただ

いて、いざ試合等が近づいてきていると。ただ、今回台風１０号が来まして、その日に

ちとガッチンして、キャンセルになる。ただ、１０日前までが全額支払わなくちゃいけ

ないということになっていたみたいで、そのお話の中では、もう台風が来て申し訳ござ

いませんがという形で、そのままお金も返ってこなかったと。何かおかしいなという部

分でちょっと、そこではお話はしなかったみたいなんですけれども、私にちょっとお話

があったんです。 

 当然、やはり自然災害ですので、危険を感じて、練習もという部分もあるんですけれ

ども、やはり今後のことを考えて、やはり、こういう対応でよかったんでしょうか、お

願いします。 

○松岡生涯学習課長 今ご質問いただいた、総合スポーツ公園、体育館等々も含まれると

思いますけれども、現在のところキャンセルにつきましては、災害のみが全額お返しで

きるという状況になっています。今おっしゃれられましたように、一応１０日前までは

半額という形になります。 

 今回、たまたま災害にはならず、警報も出ずというような状況の中でしたので、やむ
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を得ず、料金につきましては頂いてしまう形になるんですけれども、今後、周りの町村、

市町村の状況もちょっと見させていただいて、ちょっと調査を進めていこうかなという

ふうには考えています。 

○嚨本委員 そういう臨機応変ではないですけれども、やはり、住民さんの安全は絶対守

らなあかんこれはもう確かなことなので、ただ、あとそういう制度とかを本当に確認し

ていただいて、やはりずっと一生懸命スポーツをやられている方なので、何か、おかし

いん違うかというのを、僕にぶつけてこられたので、その辺、十分理解してよろしくお

願いいたします。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 今のでいけば、これも要望で悪いですけれども、うちもそういうことになっ

たので、予定していたけれども、キャンセルしているんです。そういうのがもし今後あ

るんやったら振替、１か月以内に使うんやったら振替でとか、そういうやり方もあるん

かなと思うので、少し考えてもらえたらと思います。 

 ちょっと聞きたいのは、このタブレット、昨日も言うたんやけれども、Wi-Fi環境で

ちょっと不安定やということはあってんけれども、学校もタブレットを使っていて、そ

ういうことは学校はないんですか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 現在、児童生徒１人１台タブレットの活用をさせ

ていただいてＩＣＴ教育のほうを推進しております。Wi-Fi環境につきましては、各学

校、整っております。ただ、令和４年度から持ち帰って学習できるといったことも実施

してございます。 

 その中で、各ご家庭でWi-Fi環境が整っていないご家庭も多うございます。そういっ

たご家庭に関しましては、Wi-Fiのルーター等を教育委員会から貸出しするといった事

業も行っております。ただ、今現在お一人の方が借りていただいているといった状況で

ございます。 

 すみません、訂正させてもらいます。今１人と言いましたけれども、今はもう０人と

なってございます。 

 以上です。 

○西田委員 授業やから途中で誰かだけ切れていて、それも低学年の子やったら分からへ

んかって困ることがなければ、それはいいと思いますが、それでも、これ、一遍にどこ

もタブレットが入っていったではないですか。やっぱり換える時期もあるし、どっかの



－１７４－ 

学校も、全くもう潰れちゃって大変やったみたいなところ、四国のほうやったか、あっ

たような気もするんやけれども、うちも学校の買換え、それも一気にどんと変えていく

のかとか、そういう計画は、もうこれでもうやめると、潰れたらおしまいとは言いませ

んで、今後続けていくに当たっては、大概のお金かかっていると思うんやけれども、そ

ういうのは計画的にやっていくことになっているんですか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 端末につきましては、５年契約がもう切れます。

令和７年度につきましては、大阪府全体で一斉調達といったことを進めてございます。

現在、各市町村の担当が集まって、各種部会のほうを開催させていただきまして、タブ

レットの内容等の調整等を今現在行っておる状況でございます。 

 以上です。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 では、さっきの災害、台風でということはありましたけれども、災害ではないですが、

文化祭、１０月末、今予定しているのかな。うまく悪く分かりませんけれども、もしか

したら、国政選挙があるかもしれんと言っているではないですか。そこにかぶる、かぶ

れへん、だから、ほかにもそういう行事を予定しているところもあるかもしれませんけ

れども、そういったときは、文化祭は大丈夫なのかも、もしかぶったら延期する方向な

のか、考えていないのか、それだけ教えてください。 

○松岡生涯学習課長 文化祭につきましては、今年度は１０月の２６、２７になると思う

んです。土曜日、日曜日に予定しています。議会議員選挙の後を予定しているんですけ

れども、今、国政のほうもちょっと動いてきているという状況の中で、正直言いまして、

まだ何ら情報を得ているだけで、実際にその実施日を移動するのかしないのかという議

論にはまだ役員等々にも話をしておりませんので、今のところ全く未定という状況でご

ざいます。 

○村井委員 決算書の１７３頁のところの学校プール開放事業委託料ということで、学校

プール開放ということなんですけれども、学校プール開放の日数と参加人数と監視員の

状況を教えていただけますか。 

○松岡生涯学習課長 学校プール開放ということで、令和５年度８月１日から８月８日ま

で、日曜日を除くで７日間実施しました。時間的には、お昼１時から３時半までという

形になっていると思うんですが、実際に両小学校のプールを使わせていただきまして、

磯長学校につきましては４１６人、山田小学校につきましては４２０人で計８３６人が
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利用していただきました。 

 それぞれ各プールにつきましては、管理責任者を１人プラス、監視員４人という体制

でやっております。 

○村井委員 これも太子町には海もありませんし、大きな湖もありませんし、やっぱりそ

ういう泳ぐという機会のところを、うまく活用していただいて、心身に成長のところ、

また子どもたちと遊ぶといったところのことで、うまいこと活用していただけたらいい

と思いますので、引き続きちょっとこれは今でも全国的には問題になっているところの

こともございますけれども、可能な限りこういう夏休みの、特色ある取組だと思います

ので、継続していただきますようお願いしておきます。 

 各予算書の、学校のところで修学旅行扶助というところで出ているんですけれども、

これは小学校もやけど、代表して中学校のところの修学旅行に多分これ国が定めている

ところで実施基準というのがあると思うんです。それはどういう基準になっているのか、

ちょっと分かる範囲で教えていただけますか。 

○竹井学務指導担当課長 国の細かなちょっと基準までは把握していないんですけれども、

大体金額のほうが６万円から６万５千円の中で収まるような形で、中学校のほうは修学

旅行のほうは設定しております。 

○村井委員 国のところで言うたら、文科省が出すデータのところには各市町村教育委員

会が定めるみたいな大阪府に関しては、そのところでは細かく決めているところもあり

ますけれども、何泊から何泊、行き先はどの方面やとか、ただやっぱり６万円から６万

５千円というところで、全生徒が参加しやすい予算額といったところで、もちろん考え

てくれているはずでしょうし、例えば行き先でも、やっぱりさっきの特色ある学校づく

りのところで、特色ある太子町ならではの修学旅行というのが、何かこだわりではない

けれども、あるかと思うんですけれども、その辺の何か。特色がもしあるんやったら教

えていただけませんか。 

○竹井学務指導担当課長 太子町のほうでは、平和学習のほうに力を入れておりまして、

今まで平和に関するところ、長崎であったり、鹿児島の知覧の特攻隊であったり、行っ

てまいりましたが、今現在、広島・四国方面の平和学習を中心に取り組んでおります。 

○村井委員 私も、私の世代は広島世代でしたけれども、やっぱり平和学習、これはやっ

ぱり今の日本人では、すごく重要なところであって、必要やと思います。 

 ただ、この決算書の最後のところに出てきます。やっぱりもう一つ私は特徴として、
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これはいいんではないかなと思うのはやっぱり中山久蔵顕彰事業として、１つやっぱり

地元の偉人の一人で、あれだけの功績があって、あれだけの奉仕の精神の下に、功績が

あった方々の足跡を訪ねるというのも、１つ太子町ならではのことがあってもいいんで

はないかな。 

 ただ、やっぱりその予算額の基準といったところからしたら、どうなんやろうなと思

うところもあるんですけれども、これは要するに、よそで実際言うたら、もう修学旅行

を無償化しているところもどんどんありますし、大阪で言うたら豊中がそうではないか

な。豊中とかは多分そうなってきつつあるんでね。 

 やっぱりそういうところの保護者負担を扶助するんではなくて、そもそものところか

ら考え直しているのも１つ子育て支援として大いにあるんではないかなと思うので、ま

た、その辺のところの検討をお願いしておきます。 

 以上です。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 プール開放は本当にすごいなと思うんです。千早がＢＧのプールはあるけれ

ども、監視員とかよう見つけないので、もうできなかったと。何ぼ出してくれるんやっ

たら行ってもいいぐらいの、もう向こうの足元見ているというか、こんな予算出されへ

んということで、プールがありながら開放できへんかったということになっているんで

すけれども、うちは本当に頑張ってくれて８００人も超える、延べやろうけれども、行

っているんやということに、ちょっと数字を聞いてちょっとびっくりしました。 

 そんな中で、山田小学校は建て替えてきれいになりましたよね。中学校もいかがなも

のかなと思うけれども、だから、ちょっとひさしを今回付けますみたいなことを言って

いて、磯長小学校は、ちょっと人目に付けへん場所にあるということで、これは保護者

のほうが言ってはったんですけれども、ちょっと子どもが入るには気持ち悪いという言

い方をしてはった。 

 授業で使うとき、先生いてるから、そういうこともないとは思うんですけれども、あ

と、それとやっぱり大分老朽化しています。何かタイルのところ、子どもたちがプール

ではない、周りのところが大分危ない、はだしで危ないような状況になっているとか聞

いているんですけれども、随分古くて、プールはそういう形で言ったら、山田はあれだ

けきれいになったら、磯長小学校、プールだけの問題と違いますけれども、プールのち

ょっと改修するとか、いろんな教育施設をいらわなあかん中で、それはメニューにどこ
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かで入っていますか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 磯長小学校のプールですけれども、まず、今年度

に監視塔の中にクーラーのほうを設置させていただいて、例えば休憩する。ちょっと具

合が悪くなったらそこに入っていただくと。それとあと日陰のほうも一応設置はさせて

いただいておりますで、プールサイドにつきましては、やはりプール自身も古くて下が

コンクリといったことで歩くとやっぱりちょっと痛いというふうなことだと思うんです

けれども、今のところ学校、それと保護者の方々からそういうお声をまずいただいては

いないんですけれども、ただ、今後プールサイドのほうを補修となってくると、やはり

ちょっと金額的にも高額になってくるといったところもございますので、今のところち

ょっと検討はしていないんですけれども、ただ、子どもたちが安全で楽しくプールに入

れるように、簡易的な補修のほう、例えば人工芝であったりとか、滑らないゴムマット

の設置であったりとか、といったことを今後ちょっと検討していきたいなというふうに

考えております。 

○西田委員 なかなかいろいろ直さなあかんところがあるからと言いながらも、前向きに

検討していきたいと答えていただいて、ありがとうございます。どうしても、そこで聞

きたいんやけれども、３町村の未来協議会、ここで何かやり玉に上がっているのが、検

討課題に上がっている給食を一緒にしましょうとか、プールを一緒にしましょうと、子

どもを大切にしましょう、私たちの町の大切な子どもと言いながら、３町村ぶっ込みで

やりましょうみたいなことが、テーブルに載っていたような気もするんですが、これは

どこが担当しているかも、本当に分かれへんから、もう町長に聞くのが一番いいのかな

と思うんですが、この３町村未来協議会は、今どうなっているんでしょうか。 

○小角政策総務部長 ３町村の未来協議会でございますけれども、今河南・千早・太子と

あと大阪府で集まって話しを令和５年度していました。また６年度、今年度になるんで

すけれども、今年度に関しましては、協議をそのまま進めていく中で、やっぱり住民さ

んにどのような形で、広報というか、知らしめていくかということで、傍聴とかという

こともやりながら、住民さんの意見も聞きながら進めていくというような方向で、現在

取り組んでいくように、ちょっと準備をしている段階でございます。 

 以上です。 

○森田委員長 いや、今の９日に、あるんやろ、９日に、未来協議会。 

○小角政策総務部長 ９日は河南町のほうで朝１０時だったと思うんですけれども、あり
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ます。そのときは、傍聴等可能になっていますので、また広報というか、その辺、お知

らせをまたしていくような形になると思います。 

 以上です。 

○西田委員 委員長、ありがとうございます。 

 私、そういうのが直近にあるなんて知らなかったものですから、それを、そのことを

聞かれないと言えへんというのが、ちょっといかがなものかなと思いますし、この３町

村未来協議会は、全て総務、政策、そこが担当していると、この常任委員会とかやった

ら、そちらで聞くのが正しいということですか。いろんなところが、またがっているか

ら、特に何か教育は壊されるのと違うかなというところが心配で、教育委員会でお尋ね

したわけなんですけれども、全部がまたがっていたら、どこで聞いてもかめへんという

話ですかね。 

○杉山企画担当課長 未来協議会、２町１村未来協議会のほうにつきまして、まず、先ほ

どの９月９日のお知らせのほうなんですけれども、実は、ちょっとここのあれなんです

けれども、９月５日に、オープンに日程等をオープンにさせていただく予定でして、明

日連絡箱のほうに入れさせていただく予定でしたので、すみません、そこだけちょっと

誤解といいますか、その辺だけちょっとお知らせしておきます。 

 あと、２町１村未来協議会の一応取りまとめ部局に関しましては、秘書政策課のほう

で取りまとめのほうをさせていただいておりまして、もともと令和５年度から、地域活

性化チームであるとか、人材確保ということで、２町一村で合同での人材確保を行って

あるチームであるとか、そういうところの企画であるとか、そういうところも、チーム

を２町１村で立てて、秘書政策課が頭になって、各必要なものに関しては、例えば学校

給食の最適化、公共施設の最適化であるとか、そういうところに関しては、必要に応じ

て、関係各所に関係各課に協力を求めたりしながら、進めているところでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○西田委員 何かすごく太子町の広域で進んだとしても、いろんな施策が変わっていこう

かとする話を、どうしてもっとオープンにして聞いてけえへんのかなと思いますし、例

えば３町村のこの、いや、ごめんなさい、ここで聞いてしまうわ。府のほうでは条例も

できて、合併推進とは言いませんけれども、そういう条例ができる中で、この３町村が

ちょっと先行して、今そういう広域で将来的にどうすんねんというのも考えている中で、

何か府のほうで、そういう話を進めていったら何かお金が出るみたいなこともあったん
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やけれども、そういう話はまだないんですか。 

○杉山企画担当課長 様々な一応基礎自治機能の充実ということで進めておりまして、そ

れに基づく条例のほうも成立している中で、それに係る、一定のお金といいますか、費

用に関しましても、振興補助の中で、そういうところも見ていく今方針で考えていただ

いているというところまでは聞いているんですけれども、まだお金のほうが出ているわ

けではございませんので、今後ちょっと情報収集のほうを努めていきたいとは考えてお

ります。 

 以上です。 

○西田委員 本当にこれやっているのは、太子町が財政的にしんどなったらどうしていこ

うかというようなことを、えらい先のことまで考えているわけなんやけれども、私たち

も一緒に考えますよ。職員さんかってみんないろいろ考えますよ。だから何かここだけ

で話しして、大阪府がほんならどれだけ太子町のことを知っているんやという話やし、

大阪府はほんなら来てくれたらお金くれたらいい。私たちがこんなことしたいというこ

とにもう助言とか、そんなことだけでなくて、そういう大阪府の働きをしてもらうよう

にお願いしてもらいたいし、私は太子町は太子町としてやっていける。やっていけるよ

うに、大阪府は何をしてくれるんやということを、こちらとしては物申していくべきだ

と思うので、ちょっと未来協議会、なんか町の在り方を問うようなところもあるので、

なんやろ、日程が決まっていたら、さっさと教えていただけたらなと思います。 

（一部削除） 

○森田委員長 もう１時間ちょっと過ぎているんやんけれども、まだまだ。 

○村井委員 ちょっと最後にそれでは、もう一つ質問していいですか。 

○森田委員長 よろしいか、皆さん。あれやったら、ちょっと１０分ぐらい休憩しようか

な。 

○西田委員 ちょっと暫時休憩でお願いします。 

○森田委員長 暫時休憩します。 

午後 ３時１７分 休 憩 

                                        

午後 ３時３０分 再 開 

○森田委員長 それでは、再開いたします。 

 何かご質問。 
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○村井委員 これもちょっとすごく、今数字を持ち合わせへんかったら、後でまた教えて

いただけたらええんですけれども、太子町立中学校の卒業生の進路のところに、昨今の

いわゆる公立高校の定員割れという問題で、また、特に南河内地区においては統廃合と

いったところのことが先行して進んでいた。その中で、公立高校、私立高校、また専門

学校という進路実績のところの数字とかをお持ちやったら教えていただけませんか。 

○竹井学務指導担当課長 進路の詳細は本日ちょっと用意していないんですけれども、令

和５年度卒業生１１６名いまして、１１６名とも進路のほうは決定しております。特徴

といたしましては、やはり私学進学が例年に比べて割合的には増えておりました。あと

は専修学校と呼ばれる、専修学校を選択する生徒さんの数も増えている状況でございま

す。 

 以上です。 

○村井委員 ということは、公立高等学校を進路希望される生徒というのは、年々やっぱ

り減ってきているということでよろしいんでしょうか。 

○竹井学務指導担当課長 令和８年度より私学の全額無償化、１年生、２年生、３年生、

３年間における私学の無償化になります。昨年度の中学校３年生は、高校３年生の１年

間だけ、今年卒業する生徒に関しては、２年生、３年生となるんですが、それも踏まえ

て、公立受験というものは、私学のほうに流れていっている傾向があります。 

○西田委員 生涯学習施設をお尋ねします。 

 この予算に対して、生涯学習センターをどう使われたかというのをちょっと考えてい

ただきたいなと思うんです。生涯学習センターを使って、予算は２９２万９千円入って

くる予定やったのが、２０１万９千９５０円、その差１００万ほどあって、文化スポー

ツ活動活性化事業補助金も予算２００万で１０８万８千８００円、これは公民館無料で

やっていた方がサークル活動できなくなって減ってしまって、こういう形になっている

のか、いやいや新しくなってどんどんサークル活動も活発化させますと言っている中で、

予算組んでこの決算というのは、事業をもっともっと進めてもらうというのは、うまい

こといっていないのか、スポーツのこの補助金５５団体は、こんなもんやと思うんか、

これからもっと増やさなあかんと思っているのか、思ったより少なかったのか、そのあ

たりの予算と決算を比べての感想、今の思い、次、６年度動いていますから教えていた

だけますか。 

○松岡生涯学習課長 生涯学習施設を使っている文化スポーツの活動活性化補助金に着目
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しますと、本年度交付実績が５５団体ございました。うち文化芸術系で２９団体で、ス

ポーツ系で２６団体、令和４年度につきましては４４団体ということで、うち文化芸術

系が２４団体、スポーツ系が２５団体ということで、数が増えているということを踏ま

えると、一定効果があるのかなというふうには考えています。 

 今現在クラブの登録団体数は６７団体ございます。６７団体で、実際に補助金の対象

にならないところもありますけれども、クラブ登録することによって、デジタルサイネ

ージとかで宣伝とかができますので、また、文化祭等も優先的に使うことができるとい

うことですので、この事業については、一定効果があり、このまま進めていくべきかな

というふうには考えております。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森田委員長 ないようでございますので、教育委員会関係についての質疑は終わります。 

 これで一般会計決算認定の質疑は全て終了いたしました。 

 それでは、討論に入ります。討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○西田委員 認定第１号、令和５年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、反対の

立場で討論を行います。 

 コロナ禍で職員さんが感染症から自分の身を守る努力をしながら、コロナ感染症対策

の業務に追われている中で、政府はマイナンバーカードを取得させるために、ポイント

付与の利用促進策を押し進めました。マイナンバーカードを取得することは任意です。

任意のカードを全国民に強要することは許されません。また、大阪府は、カジノ目的の

万博をごり押しするために、府民の暮らしを顧みようとはせず、巨額の税金を使ってい

ます。国・府の政治がひどいときこそ、住民の暮らしを守るのが地方自治体、太子町の

役割です。 

 ２０２０年４月に田中町長が就任して以来、４年目の任期最後の決算となりました。

大阪維新の会が掲げる身を切る改革の下、町長の退職金全額カットを就任直後の臨時会

で真っ先に行いましたが、切られたのは住民のみだったのではないでしょうか。令和５

年度では、一時預かり利用支援補助金支給や、屈折検査機器の導入、幼稚園、小学校、

中学校給食費無償化を恒久的に完全実施いたしました。３世代同居近居支援補助金は増

額補正をしてまでも、希望者に届く補助をするなど、振り返っても４年間で子育て支援
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策が前進したことは評価いたします。 

 しかし、一方で４月から、これまでどおり無料で使わせてほしいという住民の声が根

強いにもかかわらず、生涯学習センターを完全有料化しました。金剛バスの突然の全路

線廃止は、太子町のみならず、南河内地域一帯に大きな衝撃を与えましたが、懸命な努

力で１２月２１日から金剛バスに代わるバスを走らせることができました。 

 しかし、一方で、急ぐあまりに議会にも住民にも意見を聞くことなく走らせることを

最優先した路線運行バスの形態になっています。また、どさくさに紛れて、おでかけ支

援策、支援事業補助、乗換え運賃補助を廃止しました。１６０円運転区間で１００円の

割引チケットを使って外出していた高齢者は２００円になり、３倍以上の負担になりま

した。生涯学習センター使用料には一切の減免制度がありません。生涯学習センターも

高齢者の皆さんが多く利用しています。子育て支援に力を入れながら、高齢者に対して

は、受益者負担を当たり前と住民の身を切らせてきたのではないでしょうか。 

 国民健康保険料は、令和６年度の府内統一に向けて大幅に引き上げられ、介護保険料

は府内１０番目、後期高齢者は全国４番目、大阪府に住んでいるだけで、あまりにも保

険料が高過ぎます。高過ぎる国民健康保険料、介護保険料の引下げ、減免制度の充実、

中小零細企業への支援を進め、そのためにも住民サービスに欠かせない。正規職員数を

増やし、職員が働きやすい職場環境を整えることで、住民の福祉の増進を図る町政運営

を求め、反対の討論といたします。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

 討論を許します。 

○嚨本委員 認定第１号、令和５年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の

立場で討論を行います。 

 本決算は、歳入総額が６３億７千５２０万５千７１１円、歳出総額６１億７千１６２

万９千９６８円、実質支出は１億６千４４９万３千７４３円の黒字決算となっています。

歳入では、市町村民税、固定資産税、府支出金が増額となったものの、地方交付税、国

庫支出金の減収により町全体として１億９千９５７万２千円の減収となる中、特定財源

である地方債及び基金を効率的に活用するなど、令和５年度においても、財政調整基金

を取り崩すことなく、行財政運営に必要な財源の確保に工夫と成果が見られました。 

 一方、歳出では、金剛自動車の路線バス事業廃止という、地域公共交通の危機的な状

況に際して、富田林市、河南町、千早赤阪村と連携し、いち早く地域公共交通活性化協
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議会を発足させ、交通基盤を確保されるなど、迅速かつ的確な対応が行われています。 

 また、学校園給食無償化や、保育所の一時預かりの利用に対する保護者への助成、乳

幼児健康診査に関わる屈折検査機器の導入など、子どもや子育て世帯への経済的・社会

的支援の充実が図られています。 

 そのほかに高齢・障がい者福祉事業、健康づくり関連事業などの拡充に加え、老朽化

した道路、橋梁、施設の改修、循環型社会の実現に向けた家庭用生ごみ処理機の無償貸

与など、多様化する行政需要に応えるべく事業を着実に推進されています。今年度にお

いても人口減少、物価高騰、能登半島地震などの大災害など、先行きを見通すことは依

然困難でありますが、様々な要因を考慮し、町の収入を堅実に見積り、足腰の強い財政

基盤の構築と、住民誰もが安心して暮らせる魅力あるまちづくりに努められることを要

望して、賛成討論といたします。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 認定第１号を認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立４名・反対２名） 

○森田委員長 起立４名、反対２名。賛成多数でございます。 

 よって、認定第１号、令和５年度太子町一般会計歳入歳出決算認定については原案通

り認定とすることに決しました。 

 以上で本委員会に付託されました案件は終了いたします。 

 よって、これにて委員会を閉会させていただきます。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 

午後 ３時４３分 閉 会 
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